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第１章 本プロジェクトの背景と目的

１－１． 背景及び目的

１）背景

本プロジェクト実施にあたった背景としては大きく下記の 2 点が上げられる。

（１）「2017 年、日本の透析人口はピークアウトする」

経済成長と高齢化の流れを受け、これまで右肩上がりに増え続けていたわが国の透析人口は、

日本慢性腎臓病対策協議会の報告（2011 年）によると 2017 年に 319,677 人とピークを迎え、2017
年以降急速な減少に転じるものと予想されている。

しかし、世界で最も長期に渡って蓄積してきた日本の透析治療実績は、世界他国と比較して

も高機能な透析機器と高質・高効率を実現する先進的医療技術が確立されている。この医療経

験のパッケージ化と透析ニーズが拡大する海外への輸出は、日本の透析医療の今後を考えると、

非常に意義があるものと考えられる。

（２）「中東は 30 年前の日本の相似形。今後透析患者数が急増する」

日本とは対照的に中東の国々は現在、保有資源を元に着実に経済発展を遂げている最中であ

るが、世界的に見ても非常に低い平均年齢と矛盾する形で肥満・糖尿病患者の割合が世界的に

みても高い。

特にサウジアラビアは平均年齢が 25.7 歳（CIA 統計）と日本（45.4 歳）に比べ非常に若いが、

人口の 3 分の 1 が肥満、成人人口の 5 人に 1 人が糖尿病と、2011 年時点で成人人口に対する糖

尿病割合では世界第一位となっている（人口 100 万人以下の国除く）。

現地識者によっては糖尿病患者数が国民の 3 割を超えていると見ることもあり、この生活習

慣病はサウジアラビア国内でも重要な問題となっている。この事実を受けて、サウジアラビア

の透析患者は年間約 10%という高い割合1で増加しており、政府系・民間系合わせて受け入れ透

析施設の供給量が追いついていないのが現状である。

２）課題認識

本プロジェクト実施にあたっての課題として大きく下記の 3 点を認識している。

（１）「サウジアラビアでは、民間透析センターで高質な治療をリーズナブルな価格で受けられる体制が不

十分」

サウジアラビアは一人当たり GDP が約 24,000 ドルと高く、サウジアラビア国民は医療費無

料、外国人についても民間保険を活用した保険制度が会社義務で導入済みと、国民のみならず

外国人についても透析治療を受ける準備は整備されているが、政府系と民間では透析環境が大

きく異なり、加入している保険のグレードによっても受けられる治療に差が生じている。大部

分は費用支払が難しい低所得者層向けという事もあり、リーズナブルな価格で高質な治療を民

間センターで受けたいというニーズはあるものの、準備は整っていない事が課題である。

                                                       
1 参考までに、2011 年の日本透析患者増加率は約 2.5％である。
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（２）「サウジアラビアにて日本型透析技術は潜在的ニーズがあるものの、プロモーションが不十分」

一般にサウジアラビアは親日国として知られており、日本製医療製品の品質の高さや効率化

ノウハウは高く評価されている。一方で、日本型透析医療技術（特にセントラル方式）につい

ての十分な説明やプロモーションが成されていないことが、MOH 担当者を始め現地医療関係

者へのインタビューの中で指摘されており、こちらも今後取組を進める上で重視すべき課題と

言える。

（３）「サウジアラビア人の医療分野での雇用施策が不十分」

サウジアラビア政府方針として「若者の雇用創出」「医療関係の人材育成」を重点政策として

位置づけており、多くの業種についてサウジアラビア人の雇用を義務付ける方向で施策を進め

ている。しかし実際は、政府系透析施設の大規模アウトソーシング、東南・南アジアからの看

護師受け入れを積極的に行っており、医療分野の雇用施策は不十分である。また、透析医療の

欧米型大規模アウトソーシングに関しても、国として長期的な若者の雇用創出並びに医療関係

の人材育成の解決策になるかは懐疑的なところが多く、現地に根付いた仕組の必要性も言われ

ている。

３）目的

わが国の今後の透析事情やサウジアラビアにおける透析現場の課題を鑑み、コンソーシアム

が持つソリューションである「高レベルな透析技術」、「高レベルな医療機器・消耗品」、「高レ

ベルな教育ノウハウ」をパッケージ化し、ビジネスとして提供することにより、両国の課題解

決を行うことを本プロジェクトの目的としている。

また、本プロジェクトを通じて、日本製の透析機器の導入促進及び消耗品の定常的な提供を

促進する事で、欧米勢が大部分を占めている中東市場において、日本医療機器メーカーの販売

拡大達成も目的としている。

１－２． 実施主体と活動内容

１）コンソーシアムの組成

本プロジェクトを実施するにあたり、「日本型透析医療」の中東エリア事業展開コンソーシア

ムを立ち上げた。

（１）設置の目的

コンソーシアム設置の将来的な目的は大きく 3 つである。

①サウジアラビア国内において、日本型の民間透析センターを開設

現地パートナーと連携し実際にセンター運営を行い、クオリティ＆コストのメリットを実証

する。当初は 1 センターでパイロットテストを行い、最終的に国内 10 センター程度の拡大を想

定する。また、この取り組みによって日本の医療機器メーカーの市場シェア拡大も狙う。

②現地パートナーと共に、サウジアラビアの透析分野において意思決定が可能な要人とのリレーションを
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強固なものとし、政府系病院の入札へ参加し、政府系透析センター運営を実施

民間センターにおける実績とともに信用を獲得することで、主にサウジアラビア人を対象と

する政府系病院への入札にも参加が可能となり、より多くの患者に対してサービス提供が可能

となる。

③サウジアラビア人を対象に、日本型透析に欠かせない臨床工学技士に相当する高度人材を育成

日本型透析治療の実施のため数十人の育成を想定する。さらに、現地の雇用創出への貢献も

想定し、将来的な制度化・資格化等の必要性について、パートナー企業と共に政府への働きか

けを実施していく。なお、最終的には中東他国への展開やフットケアなどの関連事業の展開も

想定している。詳細は今後現地パートナーと協議の上、決定していく。

（２）コンソーシアムの構成

本コンソーシアムは下記のメンバーで構成されている。

図表・1 本コンソーシアムの構成メンバーと実施内容・役割

関係事業者 実施内容・役割

代表団体
医療法人財団

松圓会

・サウジアラビア内での透析センター設立（出資）

・日本型透析医療技術の指導

・現地看護師の日本での教育受け入れ

再委託先

三菱 UFJ リサーチ&
コンサルティング

株式会社

・事業計画策定・戦略立案支援

・各種資料作成、現地調査、調査結果分析等の事業実施支援

・日本招聘ツアーのアテンド

・現地講義のロジスティック管理

協力団体

ニプロ株式会社
・日本型透析プロモーションに関する情報提供

・現地調査、日本招聘のサポート

ニプロサウジアラビ

ア駐在事務所

・現地リレーションの紹介

・現地調査及び現地講義のサポート

FAL グループ

（AMHSCO）

・現地透析医療事情の情報提供

・日本招聘や現地講義にかかる現地キーパーソンの紹介

池田バスキュラーア

クセス・透析・内科

クリニック
・日本型透析のプレゼンテーションへの協力

・国内での透析分野の国際展開に関する普及啓発への協力あさおクリニック

矢吹病院

２）活動内容（本プロジェクト期間内）

（１）現地調査事業

進出にあたり関連するサウジアラビアの医療環境・透析市場の詳細調査を実施した。まずは、

文献調査にてデスクトップリサーチ及び必要情報の事前整理を行った後、2013 年 9 月 23 日～

10 月 4 日に現地（リヤド・ジェッダ）を訪問し、政府（SAGIA）・病院（政府系・民間系）・提
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携先病院・民間企業（出資予定企業）等と打合せを行い、現地医療制度の基礎情報、地域ごと

の需要、医療供給体制、パイロットの透析センターの詳細スペック、進出にかかる要求事項等

についての詳細を確認した。

図表・2 主な訪問先

組織 訪問先

政府系機関
MOH（サウジアラビア保健省）

SAGIA(サウジアラビア総合投資院) 他

政府系病院 Armed Forces Hospital 他
民間系病院 InternatinalMedical Center(IMC)他
民間企業 医療機器卸、医療機器メーカー 他

（２）看護師教育研修事業

看護師を医療法人財団松圓会に招聘し、現場レベルでの透析治療教育を実施した。

2013 年 12 月 16 日～21 日に、政府系透析センターより、透析現場での従事経験を持ち、適切

なスキルを持った看護師を 2 名松圓会の透析施設に招待し、英訳を施したマニュアルを用いな

がら、これまでの日本の透析の歴史や日本型透析治療の特徴、透析実施体制等の講義と、実際

の医療現場での実習を通じて、日本型透析治療のメリットを実感してもらった。また、終了時

に研修を通じて得た成果や気付きを確認するため、アンケートを実施した。

（３）要人の日本招聘事業

MOH の透析部門の意思決定者であり、透析センターガイドライン（後述）の初版作成・発

出に携わっている方々を日本に招聘し、まだ一度も見た事が無い日本型透析医療現場の見学を

通じて、欧米との差分や効率的なオペレーションについて理解を深めていただき、かつ政府関

係者（経済産業省）との面談や専門家とのディスカッション等を通じて、日本型透析とサウジ

アラビアへの展開の意義等についても理解を深めていただくことを目指し、調整を行った。

ただし、結果としては、サウジアラビア側の外務省のチェック強化により招聘承認が降りず、

今年度事業内での実現は達成できなかった。

（４）日本型透析セミナー事業

サウジアラビアの現地有識者に日本型透析を紹介し、意見交換を行うことを目的とし、2 月 9
日シェラトンホテルダンマンにて開催した。

本セミナーは、招聘予定であった要人の一人である Dr.Ayman Karkar 氏が主宰する、「サウ

ジアビア東部腎臓医学会（Saudi Nephrology Club Meeting – Eastern area）」であり、トピック

は「Japan-Method Dialysis:Central System」とした。日本からのプレゼンターは、人工透析の

第一人者である医療法人社団清永会 矢吹病院腎臓内科副院長の政金生人氏に依頼した。

参加者はサウジアラビアにて腎臓学に携わる医師やコンサルタント、看護師 99 名となった。

（コンソーシアム参加者等関係者除く）

（５）成果報告書作成業務
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本プロジェクトの成果について、成果報告書として整理する。
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第２章 サウジアラビアの概況

本章では日本の医療展開先としてのサウジアラビアを検討するため、国家としての基本的な情

報を確認した上で、医療関連の諸情報からサウジアラビアにおける医療の現状を確認する。

２－１．サウジアラビアの基本情報

本項目では経済指標や人口動態などサウジアラビアの基礎的な情報を確認する。

１）地理的情報2

（１）国土

国士面積は 214 万 9,690km であり、日本の 5.7 倍という広大な面積を持つ。首都はリヤド

であり、主要都市:ジェッダ、メッカ、ダンマン、ホフーフ、ターイフ、ブライダヌタブークな

どが挙げられる。

またイスラムの聖地がある国としても有名であり、イスラム 2 大聖地のメッカ、メディナを

有する。

行政区分は下記の 13 州となっている。

リヤド州、アシール州、ジーザーン州、カシーム州、バーハ州、ナジュラーン州、ハーイル

州、タブーク州、メッカ州、メディナ州、ジョウフ州、東部州、北部辺境州

図表・3 サウジアラビアの地図

出所）米国中央情報局 World fact book
https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/Saudi%20Arabia.html

                                                       
2 ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」より
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（２）気候

概して酷暑と乾燥であるが、地域差がある。ジェッダなどの紅海側は高温多湿で年間を通じ

ての気温差がなく、冬季でも 15℃以下になることはまれである。湿度も年間平均 60%と高い。

リヤドを中心とする内陸部高原は大陸性気候で、夏は日中 40℃を超えるが、冬季には夜間 0℃
前後に下がることも少なくない。

またヒジャーズやアシール地方の山岳地帯は、気温がやや低く、年問降雨量も所により

300mm を超す。アラビア湾岸のダンマンやアル・コバルを中心とする地域では、夏はジェッダ

同様高温多湿となるが、冬 (1 ~2 月)は冷気を感じるほど気温、湿度ともに下がり、過ごし易い

気候となる。

（３）社会情報

①宗教

国教はイスラム教であり、国民は 100%イスラム教徒でうち 95%がスンニー派の中のワッハ

ーブ分派であり、コーランの戒律が日常生活の中で厳格に適用される。

②人種

ほとんどがアラブ人であり、若干のイラン系、アフリカ系も居住する。

③暦

サウジアラビアではヒジュラ暦(イスラム暦)が使用されている。ヒジュラ暦元年は預言者ムハ

ンマドが 70余名の信徒と共にメッカからメディナへ移住したとき(西暦 622年 7月 16日)に始ま

る。ヒジュラ暦は 1 年が 12 力月、 1 力月は 29 日または 30 日からなる太陰暦となる。奇数

月が 30 日、偶数月は 29 日である。ヒジュラ暦の 9 月はアラビア語でラマダンと呼ばれ、断食

月にあたる。また 12 月はズール・ヒッジャと呼ばれ、メッカへの巡礼月にあたる。1 日は日没

に始まり日没に終る。西暦 2013 年はヒジュラ暦 1434/35 年と重なる。

④教育

一般教育の年数は 6・3・3 制を採用している。高等教育はイスラーム大学を含めた 32 大学、

工業短大、各種職業訓練所、教員養成学校、宗教教育施設などがある。教育費は無料で、学用

品も無料で支給され、高校、大学などでは一部の学生に対し教育手当てを支給している。

医学分野については、MOH が医療分野の人材育成と訓練にも関心を払っており、44 の男女

別の医学専門の研修所を設立している。これら研修所の中には専門学校に昇格したものもあり、

サウジアラビアの諸都市において 13 校の保健・医学専門学校が開校している。

またサウジアラビアの国立大学では下記の大学で医学部が設立されている。3

・キング・サウード大学

・キング・アブドゥルアズィーズ大学

・キング・ファイサル大学

・キング・ハーリド大学

                                                       
3 サウジアラビア大使館ホームページより
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・ウンム・アルクラー大学

・イマーム・ムハンマド・ビン・サウードイスラーム大学

・タイバ大学

・カスィーム大学

・ターイフ大学

・ジャーザーン大学

・ハーイル大学

・アルジャウフ大学

・タブーク大学

・アルバーハ大学

・ナジュラーン大学

・北部国境大学

・ダンマーム大学

・アルハルジュ大学

・キング・サウード・ビン・アブドゥルアズィーズ健康科学大学

またプリンセス・ヌーラ・ビント・アブドゥッラハマーン女子大学では看護学部が設立され

ている。

⑤通貨

単位:サウジアラビア・リヤル(Saudi Arabia Riyal, SR)
1 リヤル= 10 ハララ(Halala)
紙幣(SR)= 1、 5、 10、 20、 100、 200、 500
硬貨= 1、 5、 10、 20、 25、 50、 100

⑥時差

マイナス 6 時間で夏時間の設定はない。

⑦週休日

金曜日・土曜日である。(2013 年 6 月 29 日以降実施)
(注)公的機関の週休日は従来の木・金より金・土に変更

⑧ビジネスアワー

官庁:7.30 ~ 14.30 (公休日:金・士)
銀行:8.00 ~ 12.00 17.00 ~ 20.00
会社:8.00 ~ 12.00、 15.00 ~ 18.00
商店:9.00 ~ 12.00、 16.00 ~ 22.00

（４）統治体制4

                                                       
4 ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」より
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サウジアラビアは国名にもある通り、王政を取っている。以下にサウジアラビアの統治体制

に関する基本情報を挙げる。

①元首

アブダッラー.ビン・アブドルアジズ国王(正式には 2 聖モスク守護者)であり、2005 年 8 月 21
日に即位している。

②議会

諮問評議会が存在し、定員 150 名となっている。

③政党

サウジアラビアはイスラム法(シャリーア)を基本原理とする宗政一致の君主制をとっている。

国王は立法、司法、行政上の最高の権威者であり、また宗教上の最高指導者(イマーム)も兼ねて

いる。このため政党は存在しない。

また憲法はなく、コーランと預言者の言行録(ハディース)を唯一の憲法とみなしている。諮問

評議会が、閣僚会議に対し政策ヘの意見具申、予備的立案を行う。閣僚会議が立法機関的役割

を果たしている。なお国王の決定に影響を与えるものとして、王族会議、ウラマー(宗教指導者)
会議、部族長会議がある。

（５）人口

サウジアラビアの人口は 2000 年代から順調に伸び続け、2010 年実績で約 2,726 万人となって

いる。2013 年では推定値ではあるが約 2,883 万人となっている。今後も人口は増加基調にあり

2020 年では約 3,234 万人という数値となっている。
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図表・4 サウジアラビアにおける人口の推移（2011 年以降は推定値）

出所）UN World Population Prospects: The 2012 Revision を基に MURC 作成

また人口における中央年齢の推移を日本、アメリカと比較した結果を次図に示す。2015 年の

推定値ではサウジアラビアの中央年齢は 28.4 歳となり、先進国と比較するとまだ若い国である

と言える。

図表・5 日本・サウジアラビア・米国における中央年齢の推移（2015 年以降は推定値）

出所）UN World Population Prospects: The 2012 Revision を基に MURC 作成

２）経済指標

（１）ＧＤＰ

サウジアラビア経済は 2008 年のリーマンショックの影響を受けるも、その後は順調に回復し、

2012 年時点では実質 GDP が 7,110 億ドルまで伸びており、一人当たり GDP も 2010 年実績値
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で 19,413 ドル、2012 年推計値では 24,524 ドルとなっている。

今後も順調な経済成長が予想され、2018 年では実質 GDP が 8,710 億ドル、一人当たり GDP
は 2018 年推計値では 26,596 ドルとなっている。

図表・6 サウジアラビアの実質 GDP と一人当たり GDP の推移と見通し

（GDP は 2012 年まで実績値、一人当たり GDP は 2010 年まで実績値）

出所）International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013

を基に MURC 作成

（２）貿易指標

サウジアラビアの貿易黒字は 2011 年に掛け、大幅に拡大している。この理由としては同国の

主要輸出品である石油の輸出量が前年比 47.6%と大幅に増大すると共に、原油価格も前年比

38.7%と高騰したことが挙げられる。5

                                                       
5 ARC レポートより
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図表・7 サウジアラビアの貿易収支の推移内訳

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成

（３）労働事情6

①労働力

サウジアラビアの労働事情の特徴としては、民間部門における非サウジアラビア人の割合が

非常に多く約 9 割を占めることが挙げられる。産業別の内訳は次図の通りであり、全体として

民間部門の 2011年総労働者数は 778 万 1,496人となっているが、サウジアラビア人は 84万 4,476
人であり、わずか 10.9%に過ぎない。

一方で、外国人労働者は欧米からアラブ諸国、南西アジア諸国など多岐に及んでいる。外国

人労働力を国籍別にみると、アラブ諸国では、エジプト、イエメン、ヨルダン、シリアなど、

アジア諸国ではパキスタン、インド、フィリピン、タイ、バングラデシュ、スリランカなどの

国が大部分を占めている。

また、職種別にみると、エジプト人は教員、イエメン人は農業労働者、家事労働者、インド

人、パキスタン人は建設関係要員、タイ人、バングラデシュ人、スリランカ人などはメイド(女
性)を占めている。欧米人は上級管理職、専門技術者である。これら外国人労働者のうち約 3 分

の 1 がメイド、運転手など家事使用人が占める。医療関係ではフィリピン人が看護師を務める

ことが多い

                                                       
6 ARC レポート 労働事情より
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図表・8 2011 年におけるサウジアラビアの民間部門労働力数

（産業別）（サウジアラビア人・非サウジアラビア人）

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成

図表・9 サウジアラビアにおける政府部門労働力数

（サウジアラビア人・非サウジアラビア人）の推移

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成
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行ったが、働こうとする意欲が乏しく芳しい成果には繋がらなかったという事例もある。また
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まま働くことはうまくいかないケースが多いと考えられる。

さらにサウジアラビアにおける外国人を含む総労働力と、失業率のデータを次図に示す。図

表から分かるように、サウジアラビア人の失業率は 2007 年以降おおよそ 10%以上を推移してお

り、非サウジアラビア人が低水準で推移していることと対照的である。

図表・10 サウジアラビアにおける総労働力と失業率

（サウジアラビア人・非サウジアラビア人）の推移

※2010 年は失業率データが存在せず

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成

②一般人件費単価

サウジアラビアにおける民間部門の産業別賃金を次図に示している。全ての業種において、

同業種であればサウジアラビア人は非サウジアラビア人より高い賃金を得ていることが分かる。

このことから、企業も率先してサウジアラビア人を雇用するインセンティブが働かず、高い失

業率に繋がっていると考えられる。
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図表・11 民間部門の産業別労働者賃金

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成

なおサウジアラビアにおける国家公務員の職種別俸給は次図の通りである。最も低い一般事

務（クラーク）の最低平均月額でも 3,750SR となり、民間部門と比較すると比較的待遇がよい

と考えられ、サウジアラビア人が民間部門を避ける一因となっていると考えられる。

図表・12 サウジアラビアの国家公務員の職種別俸給

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成
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図表・13 サウジアラビアにおける政府収入・政府支出の推移（2013 年以降は推計）

出所）International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013

を基に MURC 作成

③政府収支改善への対策

サウジアラビア政府としても、昨今急増する若年層の雇用創出を重大な社会問題と捉えてお

り、これまで民間部門に対し数々の対応策を指導してきたが、成果をあげていなかった。

これを受けて、政府は民間部門でのサウジアラビア人優先雇用計画（ニターカ）の実施を発

表した。同計画によると、各企業は業種、従業員の規模、現在のサウジアラビア人・外国人比

率、同身障者雇用比率、その他の条件により、4 カテゴリーに色分けされる。黄色、赤カテゴ

リーの企業は設定期限内に雇用比率を改善できない場合、外国人の労働ビザの延長不許可、取

消などの罰則が課せられる。他方、サウジ人雇用比率を満たす企業はプレミアム、緑カテゴリ

ーとしてインセンティブが与えられる。

３）日本とサウジアラビアの交流
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その後、サウジアラビア政府は 1958 年に在日大使館を、日本政府は 1960 年ジェッダに大使館

を開設して今に至る（日本大使館はその後 1984 年リヤドに移転）7。

なお 2005 年には両国の交流 50 周年を記念して式典等が行われている。

（１）サウジアラビア在留邦人・企業

①在留邦人・企業数
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業数も現地法人を含めると 92 社が進出している。今後サウジアラビアによる各種規制緩和等が

進めば更なる拡大の可能性もある。

図表・14 サウジアラビアにおける在留邦人・企業数(2011 年 10 月 1 日現在)

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成

②日本企業の進出

大企業としては、いすゞ、ダイキンが早くからサウジアラビアに進出している。特にいすゞ

は 10 数年かけていすゞの出資 100％の企業を設立し、ビジネスを展開している。ダイキンはド

バイに拠点を持ち、サウジには駐在事務所を持っている。ダイキンでは 10 数年前からサウジア

ラビアで代理店を通してビジネスを展開してきたが、最初の代理店はよくなかったので代理店

を変えている。今は 100％出資の現地法人を設立する為に 2 名程度の社員が常駐し、設立にむ

け準備を進めている。準備を進め 2 年が経った段階であり、ようやくサウジアラビアで法人を

設立できる目処がたってきた状況とのことである8。

（２）在日サウジアラビア人・企業

2012 年 12 月現在で日本には 716 人のサウジアラビア人が滞在している（外交・公用目的以

外）。大多数を占めるのは留学目的であり、次が家族としての滞在となる。現在でもビジネス目

的などでの滞在は少数に留まっているのが現状である。

                                                       
8 在サウジアラビア日本大使館職員へのヒアリングより
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図表・15 目的別在留サウジアラビア人

出所）法務省 在留外国人統計を基に MURC 作成

また地域別で在留サウジアラビア人を見ると、大都市圏が圧倒的に多いが、少数ながら全国に

渡って滞在している現状が分かる。

図表・16 滞在地別在留サウジアラビア人

出所）法務省 在留外国人統計を基に MURC 作成
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２－２．サウジアラビアの医療概況

本プロジェクトの目的は、サウジアラビアにおける日本型透析の導入である。透析治療に関す

る需要は後述するとして、まずは医療制度等を始めとした医療全般について整理する。

１）医療体制

サウジアラビアの医療機関は公的セクターと民間セクターに大きく二分されている。特徴と

しては、公的セクターでは基本的にサウジアラビア人の医療費が無料となる点である。公的セ

クターでの最大の医療機関運営者は MOH（Ministry of Health;保健省）となる。

MOH が有する一次診療所で診断を受けた後に、症状により二次医療機関として総合病院を

受診するのが基本的な手筈となる。一次診療所の普及により総合病院の混雑が緩和され、総合

病院では 2 次的治療や専門治療により専念できることになった。

また公務員は、自分が所属する機関が有する医療機関を受診することができる。この対象に

は職員の家族も含まれる。（国防省、国家警備隊、内務省、教育省、女子教育庁、青年福祉庁、

社会保険事業団、王立委員会など）

有料にはなるが民間医療機関を利用することも可能であり、富裕層などは待遇の良い私立病

院を受診するケースもある。

なお外国人は基本的に有料となるので、民間医療機関を受診することとなる。例外的に緊急

医療の場合には Red Crescent という機関を受診することも可能である。
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図表・17 サウジアラビアの医療概要

出所）Eastern Mediterranean Health Journal “Health Care System In Saudi Arabia :an Overview”
( Vol. 17 No. 10 • 2011)

２）国民医療費予算

医療費については、公的セクターの医療機関について政府予算として計上されている。2009
年までの実績を見ると、政府予算の増大に伴い MOH の予算も拡大しており、2009 年では約 300
億 SR となり、2005 年予算の約 2 倍となっている。

なお政府予算に占める MOH 予算は 6%前後を推移している。
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図表・18 サウジアラビアにおける政府予算総額と MOH の予算比較の推移

出所）MoH  Health Statistical Year Book2009 を基に MURC 作成

３）民間医療保険

（１）制度概要

2013 年現在のサウジアラビアでは、サウジアラビア国民は GOSI（General Organization for 
Social Insurance）を使えば医療費を支払わなくともよいこととなっている。しかしその結果と

して、人口増加による政府支出の拡大が課題として認識され、民間による健康保険導入を考慮

し、CCHI(Council of Cooperative Health Insurance;共済健康保険評議会)が 1999 年に設立され

た。同評議会の主な役割は、サウジアラビアにおける健康保険市場の規制監督である。

共済健康保険制度の導入は 3 つの段階に分けて導入される。

第一段階として、民間部門で働く非サウジアラビア人とサウジアラビア人を適用範囲とする。

続いて、政府部門で働くサウジアラビア人と非サウジアラビア人に適用する。最後に、それ以

外の人々（例：巡礼者）に適用する計画である。

現在では第一段階の検討を進めており、そちらも 3 ステップでの導入を予定している。最初

のステップとして 500 人以上の従業員を持つ企業へ導入し、次ステップでは 100 人以上の企業

を対象に加え、最終ステップで全民間企業を対象とする予定である。

なお現地ヒアリングによると、500 人以上が勤めている企業は 2013 年時点で民間保険に入ら

なければならないことになっているが、今はまだ完全に切り替わっておらず、ちょうど切り替

え時期を迎えているとのことである。

また保険にはランクがいくつかあり、ランクによるサービス内容は様々である。会社が推奨

するランクが低くとも、職員個人が希望して料金を払えば、上位のランクに移行することは可

能と思われる。

なお CCHI によると、 2011 年末現在、民間部門の加入者総数は 793 万 8,597 人(前年比 4.9%

16,871

19,684
22,808

25,220
29,519

280,000

335,000
380,000

450,000
475,000

6.0% 5.9% 6.0%
5.6%

6.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2005 2006 2007 2008 2009

MOH Total Budget %

(100万SR)



22

減)に達しており、内訳は外国人 567 万 4,313 人、サウジ人 226 万 4,284 人である。9

（２）保険会社概要

保険会社がサウジアラビアで健康保険サービスを行う際には、上記 CCHI からの認可が必要

となる。2013 年末現在で以下の 28 社が認められている。

図表・19 サウジアラビアにおける民間医療保険取扱企業

出所）CCHI HP

（３）保険会社の一般的なサービス

サウジアラビアにおける民間健康保険サービスについては、CCHI の認可制ということもあ

り、各社がほぼ同一のサービスメニューを設けている。代表的な内容として下記が挙げられる。

                                                       
9 ARC レポートより

Name Region City
(The Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance &
Reinsurance Company (MedGulf

Riyadh Riyadh

Allied Cooperative Insurance Group(ACIG) Mecca Jeddah
Al-Ahlia Cooperative Insurance Company Riyadh Riyadh
Tawuniya cooperative Insurance Company Riyadh Riyadh
Gulf general Insurance Company Mecca Jeddah
Saudi United Cooperative Insurance (WALA'A) Riyadh Riyadh
Al Alamiya Insurance Company Riyadh Riyadh
Saudi Arabian cooperative Insurance Company (Saico) Riyadh Riyadh
United Cooperative Assurance Company (UCA) Mecca Jeddah
Gulf Union Cooperative Insurance Company Eastern Dammam
AMANA for Cooperative Insurance Riyadh Riyadh
Ace Arabia Insurance Company Eastern Dammam
AXA Cooperative Insurance Company Riyadh Riyadh
Trade Union cooperative Insurance Company Eastern Al Khobar
Arabia Insurance Cooperative Company Riyadh Riyadh
Arabian Shield cooperative Insurance Company Riyadh Riyadh
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Riyadh Riyadh
Al Sagr Cooperative Insurance Company Eastern Al Khobar
Allianz Saudi Fransi Insurance Company Riyadh Riyadh
Buruj Cooperative Insurance Company Riyadh Riyadh
BUPA Arabia for Cooperative Insurance Mecca Jeddah
Salama Insurance Company Riyadh Riyadh
Sanad for Cooperative Insurance & Reinsurance Riyadh Riyadh
Solidarity Saudi Takaful Company Riyadh Riyadh
Saudi Enaya Cooperative Insurance Mecca Jeddah
Malath Cooperative Insurance & Reinsurance Company Riyadh Riyadh
Wafa Cooperative Insurance Company Riyadh Riyadh
Weqaya Takaful Insurance and Reinsurance Company Riyadh Riyadh
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・サービスのグレードを 4 段階にしている（保険料は段階により、異なる）

・最低年間上限額は 250,000SR で最高額は 1,000,000SR
・高いグレードのサービスでは国外でも保険が適用される。安いサービスは国内のみ

・高いグレードのサービスでは個室（最高グレードではスイート）となり、安いサービスは

共有部屋となる

・入院限度額は年間上限額により決定される

また以下はサービスグレードに関わらず同じ保障が適用される。

・12 歳以下の子供の付添も保障対象となる

・妊娠、出産は期間内で上限 15,000SR となる

なお透析に関しては、保険の全てのグレード共通で、期間内で上限 100,000SR とされている。

４）医療機関数及び病床数

（１）医療機関数

サウジアラビアにおける医療機関は、前述の通り公的セクターと民間医療機関に大きく分か

れる。その中で患者がまず訪れることになる公的セクターの一次診療所もしくは民間クリニッ

クの推移を次図に示した。割合としては一次診療所と民間クリニックがほぼ同程度となること

が分かる。

図表・20 一次診療所・民間クリニック数の推移

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成

二次医療施設となる病院は、一次診療所、民間クリニックと比較するとかなり少数であるこ

とが把握できる。2007 年から 2011 年に掛けて、MOH、民間は数を増やしているが、他政府系

の病院は横ばいとなっている。2007 年から若干の変動はあるものの、病院数では MOH がおお
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よそ 6 割、民間が 3 割、その他政府系が 1 割という割合となっている。

図表・21 サウジアラビアにおける病院数の推移

出所）oxford business group ホームページ（http://www.oxfordbusinessgroup.com/country/SaudiArabia）を

基に MURC 作成

（２）病床数

病床数では、他政府系の病院は１病院あたりの病床数が民間病院と比較して多いことが分か

る。この理由としては、その他政府系病院には軍などの病院があり、比較的大規模なものが多

いためと考えられる。
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図表・22 サウジアラビアにおける病床（ベッド）数の推移

出所）oxford business group ホームページ（http://www.oxfordbusinessgroup.com/country/SaudiArabia）を

基に MURC 作成

５）医療事業者数（医師、看護師）

（１）医師数

2009 年と 2010 年の間に、合計で１万人以上医師数が増加しており、昨今医療体制の拡充が

図られていることが見てとれる。

図表・23 サウジアラビアにおける医師数の推移

出所）oxford business group ホームページ（http://www.oxfordbusinessgroup.com/country/SaudiArabia）を

基に MURC 作成
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（２）看護師数

看護師数も医師数と同様、2009年と2010年の間に合計で1万8,934人と大きく増加している。

また医師数との比較で見ると、民間病院では医師数と看護師数の人数差が 2 倍を下回っている

が、MOH や他政府系では医師数の 2 倍以上の看護師が在籍しており、看護師が多く必要な体

制となっていることが分かる。

図表・24 サウジアラビアにおける看護師数の推移

出所）oxford business group ホームページ（http://www.oxfordbusinessgroup.com/country/SaudiArabia）を

基に MURC 作成

６）医療関連人件費単価

医療関連の人件費は、政府系の病院で俸給額を把握することができる。他業種の職員と比較

し、高額な部類に入っている。ただし医務職全般での数値であるので、医師と看護師間では俸

給に開きがあることが想定される。

図表・25 サウジアラビアの国家公務員の職種別俸給

出所）ARC 国別情勢研究会「ARC レポート サウジアラビア 2013/14 年版」を基に MURC 作成
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一般職員ペイロール 15 3,945 24,750 20,805
一般事務(クラーク) 3 3,750 6,130 2,380
一般教育職 6 8,440 17,065 8,625
教員職(高等教育) 5 9,555 23,565 14,010
裁判官 10 10,320 42,320 32,000

司法職 9 7,380 33,065 25,685

医務職 8 10,350 38,830 28,480
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なお現地関係者へのヒアリングからは、看護師の基本給は SR2,300/月程度であり、この基本

給に残業代・住居手当・査証代等が追加でのることを確認することができた。このため年間の

人件費を考える際は、毎月かかるお金×18 カ月で見積もることが多い。

またサウジアラビア国内の透析センターでのヒアリングによると、雇われている看護師の基

本給は SR4,000/月もしくはそれ以上となるという情報も得ている。

７）患者動態

（１）外来患者数の推移

サウジアラビアにおける外来患者数は合計で延 1 億 3,185 万人（2011 年）となる。人口から

考慮すると、平均で一人が年間に 4.6 回外来に訪れていることが分かる。

昨今では MOH や政府系病院を受診する患者が減少し、民間病院を訪れる患者が多くなって

いることが分かる。これは前述した民間健康保険の導入が理由として考えられる。

図表・26 サウジアラビアにおける延外来患者数の推移

出所）oxford business group ホームページ（http://www.oxfordbusinessgroup.com/country/SaudiArabia）を

基に MURC 作成

（２）入院患者数の推移

入院患者については、合計で延 303 万人（2011 年）となる。傾向としては民間病院への入院

患者数は増減を繰り返しているが、MOH や他政府系病院はほぼ横ばいで推移していることが

分かる。
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図表・27 サウジアラビアにおける入院患者数の推移

出所）oxford business group ホームページ（http://www.oxfordbusinessgroup.com/country/SaudiArabia）を

基に MURC 作成

８）傷病状況

MOH の統計より、最多来院原因は上気道感染症であることが把握できる。来院原因 2 位は

筋骨格疾病、3 位に糖尿病である（次図の赤枠部）。糖尿病は腎臓病に発展する可能性も高いこ

とから、透析患者が増大するリスクが大きいと考えられる。

図表・28 2009 年における傷病別 MOH 管轄医療機関の来院者数

出所）MOH  Health Statistical Year Book2009 を基に MURC 作成
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第３章 サウジアラビアにおける透析医療施設設立に掛かる諸情報

３－１．サウジアラビアでの透析医療施設設立推進の背景

１）透析医療の必要性

（１）透析患者の推移

サウジアラビアにおける血液透析患者は 2007 年に 1 万人を超えてから、年間 700~800 人程度

の割合で増加し続けている。人口に占める割合は 2011 年では 0.05%以下となっているが、今後

確実に増加を続け、2015 年には患者数 1 万 5,000 人、割合は 0.05%を超えてくると見られてい

る。

図表・29 サウジアラビアの血液透析患者数及び人口に占める割合の推移

（2013 年以降は推計値）

出所）Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation「Dyalysis in the Kingdom of Saudi Arabia」

を基に MURC 作成

一方、次図にあるように、サウジアラビアにおける糖尿病患者も年々増加しており、1990 年代

には 100 万人を超え、2000 年代には 200 万人から 300 万人台へと急激に増加している。

人口に占める割合で見ても、2004 年以降は 1 割を超えており、前述の MOH への来院要因から

も分かる通り、糖尿病がサウジアラビア人にとって、身近な疾病となっている現状が垣間見える。
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図表・30 サウジアラビアの糖尿病患者数及び人口に占める割合の推移

出所）NCBI(National Center for Biotechnology Information) Prevalence of diabetes in Saudi を

基に MURC 作成

（２）透析患者の現状

①血液透析患者の国籍・性別

2011 年におけるサウジアラビアの血液透析患者は 12,116 人となっており、83%となる 10,019
人をサウジアラビア人が占めている。また男女比では男性が 6,809 人で 56%となり、やや多い

傾向にある。

図表・31 2011 年におけるサウジアラビアの血液透析患者国籍並びに性別の割合

出所）Saudi J Kidney Dis Transplant 2012;23(4):881-889 2012 Saudi Center for Organ Transplantation
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②血液透析患者の年代

血液透析患者の年代は、45 歳以上が割合としては多いが、比較的若年層である 45 歳以下で

も一定の割合で存在しており、25 歳以下でも 911 人の血液透析患者がいることが把握できる。

図表・32 2011 年におけるサウジアラビアの年代別血液透析患者数

出所）Saudi J Kidney Dis Transplant 2012;23(4):881-889 2012 Saudi Center for Organ Transplantation

２）サウジアラビアにおける透析医療体制

（１）透析医療施設数

サウジアラビアにおける血液透析医療施設は 1970 年代から設立が始まっている。新規設立が

ない年もあるが、徐々にその数を増やし、2011 年には 180 か所を超えるまでに至っている。

図表・33 サウジアラビアにおける血液透析医療施設数の推移

出所）Saudi J Kidney Dis Transplant 2012;23(4):881-889 2012 Saudi Center for Organ Transplantation
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（２）透析医療施設と患者・機器等の関連

次表はサウジアラビアにおける透析施設を運営別に整理した表である。施設数としてはMOH
が 119 か所、民間が 41 か所、その他政府系等が 22 か所となっている。

図表・34 2011 年のサウジアラビアにおける血液透析医療施設数の内訳

出所）Saudi J Kidney Dis Transplant 2012;23(4):881-889 2012 Saudi Center for Organ Transplantation

①MOH 医療機関

次図は MOH が運営する各地域別の血液透析患者数、電源（透析機器拡充のキャパシティと

して）、透析機器数を示している。

西部地域は患者数は多いが、透析機器、電源ともに中央地域よりは少なく、今後患者が拡大

していった場合に地域で対処できずに患者を中央地域に輸送もしくは移住させるなどの措置が

必要になる可能性がある。

図表・35 MOH 透析医療施設における各地の血液透析患者数と電源、透析機器数

並びに電源当たりの患者数

出所）Saudi J Kidney Dis Transplant 2012;23(4):881-889 2012 Saudi Center for Organ Transplantation

②MOH 以外の医療機関

次図は MOH 以外が運営する透析施設の血液透析患者数、電源（透析機器拡充のキャパシテ

ィとして）、透析機器数を示している。

患者数、電源、機器数共に民間透析施設が最も多い。MOH以外の政府系透析施設ではNational 

MOH
Hospitals

Military
Hospitals

National
Guard

Security
Forces

University
Hospitals

K. F. S.
Hospitals

Private
Sector

Other
Hospitals

Amount

HD Centers 119 8 3 1 3 3 41 4 182
HD Patients 8015 1031 407 54 180 242 2042 145 12116
Machines 3289 348 102 35 70 121 729 61 4755
Outlets 2502 280 70 12 43 94 661 61 3723
Pts/Outlets 3.2 3.7 5.8 4.5 4.2 2.6 3.1 2.4 3.3

Central Northern Southern Eastern Western
Patients= 8015 1885 744 1792 930 2664
Outlets= 2502 716 384 564 262 576
Machines= 3289 945 514 770 324 736
Pts/Outlets= 3.2 2.6 1.9 3.2 3.5 4.6

Active Hemodialysis Patients and Machines
in MOH Hospitals According to Region - 2011
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Guard と Security Forces が一電源あたりの患者数が多く、今後患者が拡大した場合、他の医療

機関での対応を検討する必要が生じる可能性がある。

図表・36 MOH 以外の医療機関における各地の血液透析患者数と電源、透析機器数

並びに電源当たりの患者数

出所）Saudi J Kidney Dis Transplant 2012;23(4):881-889 2012 Saudi Center for Organ Transplantation

３）透析医療機器に関する市場

（１）サウジアラビア透析市場における有力企業

①Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
同社は透析機器販売だけでなく、透析サービスも手掛ける企業である。ドイツに本社を持つ

が欧州・中東・アフリカ・南北アメリカ・アジア太平洋地域にも進出しており、64 の子会社・

関連会社を持つ。

②Gambro AB
同社は自宅透析や血液浄化法に関するサービスや製品を提供している。製品は血液透析機器、

急性症状の治療用機器、血管アクセス機器等となる。

同社の特徴として市場ポジションを戦略提携やパートナーシップを強固にすることで確立し

ていく点が挙げられる。

③Baxter International Inc.
同社の特徴は、腎臓病だけでなく血友病や免疫不全といった比較的重い症状の疾病に関する

医療機器を取り扱う点である。また他社との提携・買収等も積極的に行っている。
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Patients= 4101 1031 407 54 180 242 2042 145
Outlets= 1221 280 70 12 43 94 661 61
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Active Hemodialysis Patients and Machines
in Non-MOH Hospitals - 2011
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④B. Braun Melsungen AG
同社は基本的なヘルスケア製品だけでなく、麻酔関連や集中治療室で使用される機器など救

急医療に関する機器を手掛けている。またエンドユーザーたる医師や看護師の安全に配慮した

機器を製造するためのイノベーション活動に注力している。

⑤NIPRO CORPORATION
唯一の日本企業であり、硝子を用いる製品を多く製造している。透析機器の各種機材や輸液

関連の製品を取り扱う。アジア・アメリカ・欧州の 60 カ国に渡り営業活動を行っている。

（２）透析医療機器の市場規模推計

現地の関係者によると、ダイアライザーがサウジアラビアにおける透析医療機器市場の主要

な医療機器とのことであった。

このため、本項では透析医療機器の年間の市場規模をダイアライザーに焦点を当てた形で推

計する。

①ダイアライザーの単価

現地関係者へのヒアリングから、ダイアライザーの標準的な価格はサウジアラビアでは 1 本

75SR という情報を得ているため、本推計ではこの価格を使用する。

②年間使用量

ダイアライザーは透析回数分使用されることより、13 回/月の透析回数を想定すると年間で

一人当たり 156 本必要となる。

③現在と将来（2015 年）における透析患者数10

サウジアラビアにおける血液透析患者数は 2011年実績では 12,116人、また 2015年には 15,074
人（腹膜透析含む）と推定されている。11

2015 年の血液透析患者数は、2011 年実績での全透析患者における比率が、血液透析患者 91%、

腹膜透析患者 9%となることより、13,717 人（15,074 人の 91%）と想定される

④ダイアライザーの市場規模

上記①～③より、2011 年の市場規模を算出すると、ダイアライザーの市場規模は 141,757 千

SR となる。また 2015 年には 159,992 千 SR となる。

⑤透析医療機器全体の市場規模

現地メーカーへのヒアリング結果によると、透析医療機器全体の内、ダイアライザーが７割

を占める。この結果より透析医療機器全体の市場規模をダイアライザーの市場規模より推計す

る。以上の結果を次図にまとめた。

                                                       
10 患者数は全て Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation「Dyalysis in the Kingdom of Saudi Arabia」
より
11 Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation「Dyalysis in the Kingdom of Saudi Arabia」より
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図表・37 サウジアラビアにおけるダイアライザー・透析医療機器全体の市場規模推計の推移

出所）Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation「Dyalysis in the Kingdom of Saudi Arabia」

を基に MURC 作成

３－２．透析医療施設設立に係る諸条件

本項では、サウジアラビアでの透析医療施設設立を想定して、必要となる手続きを基として、

各種関連規制などの情報を整理する。

１）標準的な医療施設設立までの許認可の仕組み12と関連する各種規制

標準的な医療施設設立までには大きく分けて以下の 3 ステップが必要となる。特に今回は日

本からの進出となるため、外資規制全般に渡る手続きを得ることが重要となる。

1.MOH の一次承認

2.MoCI（SAGIA）の承認

3.GDHA(General Directorate of Health Affairs;健康局・理事会)の最終承認

（１） ＭＯＨの一次承認

一次段階として、MOH に対し、病院設立の主体者となる投資者の情報や投資計画の提出が

必要となる。具体的には下記の過程を経ることとなる。

1.申込書に投資者の情報記入

2.投資計画の記述が必要（病床数や場所などの詳細が必要）

3.MOH が上記を審査するのに提出から 1~2 週間必要

                                                       
12 King&Spalding “Healthcare and Pharmaceutical Industries in Saudi Arabia” (2009 年 11 月時点)より
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なお現地での関係者ヒアリングにより、MOH の一次承認について以下の内容を把握した。

・外資の病院投資は 100 床以上であれば可能。それより小さい規模は既存の病院であれば出

資可能

・現在透析施設については、MOH のアウトソーシング政策の動向を見ながらの対応となり、

現在は外資の新規設立はストップしている

（２）ＭｏＣＩ（ＳＡＧＩＡ）の承認

次段階として、外国企業の窓口となっている SAGIA(Saudi Arabia General  Investment 
Authority;サウジアラビア総合投資院)や MoCI(Ministry of Commerce and industry;商工業省)
を始めとした関係官庁への手続きが必要となる。具体的には下記の過程を経ることとなる。

1.GCC13（Gulf Cooperation Council；湾岸協力会議）でない企業の場合は SAGIA のライセ

ンスが必要

2.LLC とジョイントベンチャー企業の記入フォームは決まっており、その提出が求められる。

なおジョイントベンチャーは 5 名以上、LLC は 2 名以上の株主が必要

3.関係官庁からは、株主情報や様々な書類の提出が求められる

4.サウジアラビアの銀行に資本保証金を入れるなどのエビデンスが必要

5. SAGIA は過去 2 年の財務レポートや専門知識を持つことのエビデンスなどを求める

6. 通常、非 GCC 企業は純利益の 20%を法人税として支払う

上記過程で関連する規制として以下のような内容が挙げられる。

①外資規制業種14

外国投資の参入が禁止され、サウジアラビア総合投資院の認可対象とならない多くの事業活

動が存在する。具体的には下記にあげる業種となる。

外資規制となる業種一覧（ネガティブリストと呼ばれる）

Ⅰ. 製造業部門

1. 石油の探鉱、採掘及び生産。ただし、鉱業部門に関するサービスを除く(CPC5115＋883)
2. 軍事機器、装置及び軍服の製造

3. 民間の爆発物の製造

Ⅱ. サービス部門

1. 軍事部門に便宜を図るサービス

2. 治安及び探偵サービス

3. メッカ及びメディーナでの不動産投資

4. 巡礼(Hajj)及び小巡礼(Umrah)に関する観光客オリエンテーション及びガイドサービス

5. 現地の採用事務所を含めた採用及び就職サービス

6. 不動産の仲介業

                                                       
13 現在サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、カタール、バーレーン、オマーンの 6 カ国）

14 西村あさひ法律事務所「サウジアラビア進出に必要なビジネス法ガイド」より
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7. 印刷及び出版。以下の事業活動を除く

・ 事前印刷サービス(CPC 88442)
・ 印刷機(CPC 88442)
・ 絵画及び書道(CPC 87501)
・ 写真(CPC 875)
・ ラジオ及びテレビ放送局(CPC 96114)
・ 外国メディア事務所及びそれに相当するもの(CPC 962)
・ プロモーション及び広告(CPC 871)
・ 広報(CPC 86506)
・ 出版(CPC 88442)
・ プレスサービス(CPC 88442)
・ コンピュータソフトウェアの製造、販売及び貸出(CPC 88)
・ メディアのコンサルタント業及び研究(CPC 853)
・ タイピング及びコピー(CPC 87505＋87904)
・ 映画及びビデオテープの配給サービス(CPC 96113)
8. 委託代理人(CPC 621)
9. オーディオビジュアル及びメディアサービス

10. 陸上輸送サービス。都市内での乗客の鉄道輸送を除く

11. 助産師及び看護婦によるサービス、理学療法サービス及び準医療サービス(CPC 93191)
12. 水産業

13. 血液バンク、毒物センター及び検疫

②外資資本規制15

外国人投資家は、事業体の資本を 100％まで保有することができる。ただし、以下に挙げる

ような例外がある。

・ 専門的サービス(例えば、法律、会計、税務、建築、監査及び医学) 25％
・ 基本通信サービス WTO 加盟時の制限は 49％、2008 年末までは 60％
・ フランチャイズ 51％、2008 年 11 月 1 日からは 75％
・ 金融及び銀行サービス 60％
・ 保険 49％

WTO 加盟の一環として、サウジアラビアは、卸売業及び小売業に関して、以下のような一定

の条件の下で、外国資本規制の緩和に合意している。

a) 外国資本の制限は、WTO 加盟時に 51％、2008 年 11 月 1 日からは 75％であること

b) 外国投資について、サービスの提供者ごとに 2,000 万サウジリアル(5,330,000 ドル)の最低

投資額を超えること

c) 販売経路の最小規模が規定されていること

d) 最低でも従業員のうち 15％はサウジアラビア人とし、毎年研修を行うこと

                                                       
15 西村あさひ法律事務所「サウジアラビア進出に必要なビジネス法ガイド」より
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（参考）MoCI と SAGIA の登録後はサウジアラビアの企業は Department of Zakat and 
Income Tax (DZIT)に登録、さらに General Organization for Social Insurance(GOSI)にも登録す

る。雇用者はサウジ人従業員の月額保障額の 9%を支払う義務があり、さらに従業員補償額（含

む非サウジ人従業員）の 2%を、職業上の危険に対する保険として GOSI に支払う必要がある。

③医療関連業種の規制16

2009 年 11 月時点では病院は外資に許可されているが、診療所（clinics）や当日内手術を提供

する施設(same-day surgery facilities)といった他の医療施設は現地管理も含め許可されていな

い。

ただし、KSA 内の経済圏（SAGIA 管轄）においては、病院やその他医療施設についても許

可されることが期待されている。

また GCC 以外の国の資本によるオーナーはサウジアラビアの規制に従わねばならない。

（３）GDHA の最終承認

最終的な認可を得るためには、GDHA による建設許可を得た上で、スタッフの人的要件等の

確認後ライセンスが発行されることとなる。具体的には下記の過程を経ることとなる。

1.MOH に投資手段や組織構成などの書類を提出する

2. MOH が書類を GDHA に提出する

3. 建設計画や他の計画などを GDHA に提出する

4. 認可が出るまで病院の建設はできない

5. 技術的な研究結果17(technical study)を Civil Defense(Safety Department in Civil Defense;
民間防衛組織保安部)に提出する

6. 病院の安全基準や放射線基準などをクリアする

7. 建築着工後、MOH の委員会が病院を視察し、視察レポートを MOL(Ministry of labor;労
働局)などに提出し雇用ビザを発行する

8. 必要人数のスタッフが雇われ、病院が必要な専門ライセンスを取得し、専門職として承認

された後、MOH が最終承認を行う

※ライセンスは 5 年間有効であり、ベッド数により 1,333~4,000 ドルの費用が発生する

上記過程で関連する規制として以下のような内容が挙げられる。

①医療機関に関する規制18

療養、診断、研究、リハビリ、介護のサービスを行う機関は以下の規制に従わなければなら

ない。

・一般的な医療機関(general healthcare center)は少なくとも 3 つの専門領域に対応できるよ

うにしなければならない

                                                       
16 King&Spalding Healthcare and Pharmaceutical Industries in Saudi Arabia(2009 年 11 月時点)より

17 ここでいう研究結果は建設に関する内容についてと推測される

18 King&Spalding “Healthcare and Pharmaceutical Industries in Saudi Arabia” (2009 年 11 月時点)より
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・特殊な医療機関(specialized healthcare center)は少なくとも１つの専門領域を持たねばなら

ない

・患者の診断、療養ができるオフィス（クリニック）を準備すること

・放射線センターは X 線診断装置が必要

・日帰り手術のできる施設を用意すること

・医師や薬剤師を含む医療スタッフは MOH や GDHA のライセンスを取らねばならない

・病院は必要な設備、研究施設、X 線装置、緊急救命装置、手術施設を設置する

・最低病床数は、一般病院では 30、2 つの専門領域を持つ病院では 20、2 つの専門領域のみ

の病院では 10 とする

②土地・建物等の資産取得19

土地の所有については地域の規制をクリアした上、KSA 内で商的に確立（establishment of 
commercial presence）される必要がある。

ライセンスに基づいて専門的・商的活動をサウジアラビア内で行う非サウジアラビア国籍企

業の資産保有については、以下の要件を満たす必要がある。

・ライセンス付与された経済活動に用いるものであること

・認可を受けた施設用途に合致した用地を取得すること

・事業中止や場所の変更無く当該資産処分をしないこと

・資産規模は会社規模に合致していること

・土地と事業(project)の総価値は 3,000 万リヤル（およそ 800 万ドル）を超えてはならない

・メッカ(Mecca)やメディナ(Medina)といった聖都の資産保有は認められていない

・居住者認可（residency permits / iqamas）を取得している個人は、個人用住居の所有が

SAMOI(Saudi Arabian Ministry Of Interior)の承認により認められる

③外国人労働者に関する規制

サウジアラビアの労働法によると、サウジアラビアにおける外国人労働者に関する記載

（Labor Law – Articles for non-Saudi recruitment）は以下の通りである。

                                                       
19 King&Spalding Healthcare and Pharmaceutical Industries in Saudi Arabia(2009 年 11 月時点)並びに

http://www.kslaw.com/Library/publication/11-09%20AHLA%20Issa,%20Al-Ammar,%20Mostafa.pdf
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図表・38 サウジアラビアにおける外国人労働者に関する規制

条文 内容

Article (32) 省庁の承認なしに海外からの従事者を雇用することは出来ない

Article (33) 非サウジ人は以下の必要事項を満たした上で、省庁からの労働許可を得た後に従

事する事が出来る

1) 合法的に入国しており、労働を許可されている

2) サウジアラビアにて求められているがサウジ人が通常保有していないか、数

は十分であっても必要ニーズを満たすに不十分である、もしくは国が必要とする

普通レベルの専門性と学術的要件を満たしている

3) 雇用者からの契約を個人の責任の下で取得している

ここでの「work（労働）」は、産業・商業・農業・金融もしくは他の国内、さら

に、国内サービスを含むサービス業のことを指す

Article (34) 前述の労働許可を代替すると考えられる仕事や専門に従事する場合は、許可やラ

イセンスは不要である

Article (35) 労働許可の更新に先立ち、サウジ人候補者が本要件を満たしていないことや同様

の労働を希望していないことを確認する

Article (36) 大臣は非サウジ人が従事不可な専門職や仕事を定める権限を持つ

Article (37) 非サウジ人への労働契約は期間を特定し明記されること。仮に契約が期間を特定

していない場合、労働許可はその契約の期間と見なされる

Article (38) 雇用者は労働許可を得ている専門職以外の専門職に労働させてはいけない。専門

職の変更の法的手続きの前に、保持している専門性以外に従事することは禁じら

れている.
Article (39) 1) 規程された法的ルールや手続きに従わなければ、雇用者はその者を他者のた

めに労働させることは出来ない。また被雇用者の場合は、他の雇用者に従事する

事ができない。同様に、雇用者の場合は他の雇用者の労働者を雇用する事が出来

ない。

2) 雇用者は被雇用者を自身のために働かせてはいけなく、また被雇用者も自身

のために働いてはいけない

Article (40) 1) 雇用者は非サウジ人労働者の採用に付随する費用を負担する。費用には、居

住許可（Iqama）、労働許可およびその更新費用や遅延による罰金、専門の変更

にかかる費用、契約の終了時の離国・再入国ビザや自国までの帰国費用がある。

2) 非雇用者は業務になじめなかった場合や法的理由でなく帰国を希望する場

合は帰国費用を負担する

3) 雇用者は被雇用者がサービス（業務・スキル等）を雇用者に転移使用とする

場合、その費用を負担する

4) 雇用者は死亡者がサウジアラビア王国内に家族の承認を持って埋葬された

場合を除き、遺体の整理、契約締結した場所もしくは雇用された場所までの移送

に関する費用に責任を持つ。仮に社会保障総合院（GOSI）が担う場合は、雇用

者はその責務を逃れる

Article (41) 本規則により海外からの雇用、サービスの移転および専門性の変化についての条

件、調整、手続きを規定する

出所）サウジアラビア労働省ＨＰ Labor Law – Part3 “Employment of non-Saudis

”http://portal.mol.gov.sa/en/Pages/LaborLaw.aspx?m=3 より MURC 作成
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２）サウジアラビア進出の際の事業形態

サウジアラビアへの進出に際して、取り得る 4 つの事業形態とその一般的な手続き概要、要

件等について以下の通り整理した。また、各事業形態の設立までの標準的な流れも、JETRO の

情報を基に整理した。

図表・39 事業形態の種類

出所）中東協力センターからの受領資料

（１）有限会社（LLC）

一般的な手続概要は下記の通りとなる

・MoCI から商号の仮登録の取得

・SAGIA からの外国投資ライセンスの取得

・滞在許可証（Iqama）の取得・MoCI への申請

・MoCI からの定款案の承認取得

・公証人による定款の認証

・資本金全額の認可銀行への預託と当該銀行からの資本金預託証書の受領

・定款の要旨を官報へ公告

・MoCI に対して商業登記の申請

（２）株式会社

一般的な手続概要は下記の通りとなる

・MoCI から商号の仮登録の取得

・SAGIA からの外国投資ライセンスの取得

・滞在許可証（Iqama）の取得・MoCI への申請

・MoCI からの定款案の承認取得

・公証人による定款の認証

・資本金全額の認可銀行への預託と当該銀行からの資本金預託証書の受領

有限責任会社（LLC) 株式会社（JSC) 支店(Branch) Technical&Science Office(TSO)

所有
2者以上の出資者が必要

合弁会社もしくは100％外資可

3者以上の出資者が必要

合弁会社もしくは100％外資可
100％外資可 100％外資可

独立法人格 独立法人格である 独立法人格である 独立法人格ではない 独立法人格ではない

責任範囲 有限責任 有限責任 外国企業自体に帰属 外国企業自体に帰属

経営管理権

持ち分比率に従う

社員が20名以上となる場合、監督委

員会の設置が必要

経営と業務を完全に掌握 経営と業務を完全に掌握 経営と業務を完全に掌握

利益の分配 出資比率に従う 定款や株主間契約の定めに従う 親会社へ送金 営利目的ではない

資本の回収 解散や株式の売却により可能

可能

ただし、会社が設立者株主とみなされ
た場合には、資本回収まで最低2年間

待つ必要がある

適用なし 適用なし

設立の難易度
中
交渉や承認取得に時間がかかる場合

もある

高

承認取得は比較的容易

中

承認取得に時間がかかる場合もある
低

最低資本要件 なし SR200万以上 なし なし

事業範囲 制限なし 制限なし
親会社の事業範囲に限定
営業活動、契約行為可

現地伏理店ヘの技術的サポート・支援

業務に限定(営業活動、契約行為は不

可）

法人所得税 20％ 20％ 20％ 設定なし

源泉徴収税 5％ 5％ 5％ －

日系企業例

日揮(JGC Gulf,JGC Arabia)

クボタ(Kubota Saudi Arabia)

いすゞ自動車(Isuzu Motors Saudi
Arabia)

アズビル
東洋紡(Arabian Japanese Membrane

Company)
ジェイ・パワーシステムズ(J-Power

Systems Saudi)

三菱商事、日立製作所など 東レ、ソニー、トヨタなど
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・設立集会

・MoCI大臣による設立宣言の決定を申請

・MoCI大臣による設立宣言の決定

・MoCI大臣による設立宣言の決定を定款と共に官報へ公告

・MoCIに対して商業登記の申請

（３）海外支店

一般的な手続概要は下記の通りとなる

・MoCI から商号の仮登録の取得

・SAGIA からの外国投資ライセンスの取得

・滞在許可証（Iqama）の取得・MoCI への申請

・MoCI への支店設立の承認申請

・資本金全額の認可銀行への預託と当該銀行からの資本金預託証書の受領

・MoCI に対して商業登記の申請

（４）海外企業の研究所等

海外企業として扱われ、行われるサービスや責任者、社員、消費者、製品などの証明書等の

登録をしなければならない。

３－３ 透析医療施設設立のガイドライン

2013 年 8 月中旬に MOH のホームページを通じて、「Standards Guideline for Establishing, 
Equipping and Operating Renal Dialysis Centres」が公表されている。本項目ではその中で設備や

スタッフに対する推奨される条件として言及されている点を中心に報告する。

１）ガイドライン制定の背景、狙い

本ガイドラインに関して、作成に携わった MOH 関係者から現地訪問時に以下のコメントを

得ている。コメントからは、採算等を考慮すると実現が厳しいと思われる内容も存在すること

が把握できる。

・本ガイドライン発行の背景として、現存のいくつかの MOH の透析センターは狭く、綺麗

でない現状があり、その改善の為に透析センター運営に関するガイドラインを刷新した。

・新しいガイドラインには、「広いスペースが必要」「充実した看護配置」「栄養士の設置」「腎

臓専門医、コンサルタント等の設置」等が盛り込まれており、今後新しく開設する透析セ

ンターはこのガイドラインに沿って建物の建設、職員の採用、センター運営しなければな

らない。

・狙いは患者にはリラックスした気分で透析治療を受けて欲しい点にある。そのためのガイ

ドラインとなっている。

・MOH はこの基準に則って建設・運営がなされているかを定期的にチェックする。守れて

いなければ、センター運営ができなくなる。

・既存の透析センターについてはこれまでのガイドラインに沿ってチェックする。
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・このガイドラインの基準が非常に厳しい基準であることは理解している。特に人的要件に

ついてはそもそも人材が少ないことが問題であり、要件とされている腎臓専門医、ナース、

サウジアラビア人の医療従事者が全て足りないのが現状。

・特に腎臓専門医はサウジアラビア国内に 100 人程度しかいないので、全施設がこの基準を

クリアするのは難しいと言わざるを得ない。

・透析分野で大きなアウトソーシングをしている。彼らが 5 年間のうちにこの基準に沿った

展開ができるかはわからないが、きちんと監視しながら状況をみつめていきたい。

・また、このガイドラインに沿った透析センターを MOH 管轄で開設すれば、MOH 管轄の

透析センターに患者が流れてくるとも考えている。今、10,000 人ほどの患者がいるが、そ

れが 13,000 人程度になると試算している。

・ガイドラインをつくる時に、透析センターの経営が成り立つかどうかを考えて作成したわ

けではない。

・おそらくこの基準にそって透析センターを運営した場合、経営状況は厳しくなる。本ガイ

ドラインは質に拘って作成した。治療中、患者にリラックスした気分を味わってもらい、

専門スタッフを揃えて医療の質を向上させることがこのガイドライン作成の目的である。

・透析センターを開設してしまえば、透析ベッド数を増やす許可は得なくともよい（MOH の許可

なく透析ベッドを増やすことが可能）。

２）透析医療施設の設立形態に関する推奨条件

透析医療施設の設立形態としては、病院等の他の医療機関外に独立して設立する形態（Center）
と、他の医療機関内に設立する形態（Unit）に分かれる。

（１）Center 型
他の医療機関外に設立する形態では、主に外来患者対応や自宅透析を行う患者への

指導を基本的に行う。

（２）Unit 型
他の医療機関内に設立する形態では、主に入院患者と外来患者の両方を見ると共に、

自宅透析を行う患者への指導や、必要に応じて腎臓移植も取り扱う。

また、独立した透析施設とするか病院内に設置するかにより、推奨要件が異なっている。基

本的には、アクセスが良いこと、生命に危険が及ぶような重大な事態が起こった際を想定して

病院に近いことが挙げられている。また、独立した透析施設は、透析を必要としている患者の

ほとんどをカバーできる場所にあることが挙げられている。
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図表・40 設立形態による透析医療施設に望ましい立地要件

出所）MOH “Standards Guideline for Establishing, Equipping and Operating Renal Dialysis Centres”

３）設備に関する推奨条件

設備に関する推奨条件としては、「Public Area」「Treatment area」「Area for staff and 
administration」「Support services and Stores」の４つのカテゴリー毎に推奨される設備とベッ

ド数に応じた望ましいスペースがアナウンスされている。

Public Area においてはベッド数が 20 を超えると、prayer room やエレベーターの設置が推

奨されている。基本的にはベッド数が増えるに従い、各設備に対して推奨されるスペースは増

えていく形となる。

図表・41 Public Area における推奨設備とベッド数に応じた望ましいスペース（㎡）

出所）MOH “Standards Guideline for Establishing, Equipping and Operating Renal Dialysis Centres”

Treatment area においてはベッド数が 20 を超えると、薬局など推奨される設備が増えていく。

またベッド数が 30 を超えると、ナースステーションも含め 2 階建てが推奨とされることが見受け

られる。

A- Independent center: 
- Easy access to center
- Proximity to a hospital for the treatment of critical cases
- Coverage most of needing patients for dialysis.
B- A unit within a hospital:
- Easy access to the unit
- Proximity to the emergency department
- Availability of exits and entrances to gain access to
departments supporting services.

first Public Area 5 beds 10 beds 20 beds 30 beds 40 beds 50 beds
N Site ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
1 The main entrance - - 50 60 60 75
2 The main entrance / Reception 10 15 20 20 20 25

3
The main entrance /Waiting area (for 
men)

6 6 9 9 9 10

4
The main entrance /Waiting area (for 
women)

6 6 9 9 9 10

5 Public toilet / bathroom 7 7 2 x 12 2 x 12 2 x 12 2 x 12
6 A public toilet with facilities for disabled 6 6 2 x 3.5 2 x 3.5 2 x 3.5 2 x 3.5
7 Prayer room - - 28 28 28 35

8
Elevator patients (1.4 m × 2.0 m2) 
elevators / floors

- - 9 9 9 2 x 9

9
Elevator visitors (1.2 m × 2.0 m2) 
elevators / floors

- - 7 7 7 2 x 7

10
A sub-waiting patients (men - women), 
buffet (for drinks）

2 x 6 2 x 6 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 12

11 Waiting chairs for disables 6 6 9 9 9 9
12 Allocated space for carts/trolley 4 4 7 7 7 7
13 Corridors 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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図表・42 Treatment area における推奨設備とベッド数に応じた望ましいスペース（㎡）

出所）MOH “Standards Guideline for Establishing, Equipping and Operating Renal Dialysis Centres”

Area for staff and administration においてはベッド数が 20 を超えると、トレーニングルームの

設置が推奨される。比較的ベッド数に応じて増やす必要がある設備は少なく、全てのベッド数で

共通の推奨スペースとなっている項目も多い。

図表・43 Area for staff and administration における推奨設備とベッド数に応じた望ましいスペース（㎡）

出所）MOH “Standards Guideline for Establishing, Equipping and Operating Renal Dialysis Centres”

Support services and store areas においては、Treatment area と同様にベッド数が 30 を超える

と、2 階建てが推奨とされることが見受けられる。基本的にはベッド数が増えるに従い、各設備

に対して推奨されるスペースは増えていく形となる。

Second 5 beds 10 beds 20 beds 30 beds 40 beds 50 beds
N ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 4 x 9 8 x 9 18 x 9 26 x9 36 x 9 44 x 9

2 1 x 15 2 x 15 2 x 15 4 x 17 4 x 17 6 x 17

1st floor 7 7 2 x 9 2 x 9 2 x 14 2 x 14

2nd floor - - - 1 x 20 1 x 20 1 x 20

4 3 x 1 5 x 1 8 x 1 13 x 1 16 x 1 21 x 1

5 1 x 12 1 x 12 1 x 12 2 x 12 2 x 12 2 x 12

6 - - 27 27 27 27

7 - - 5 5 5 5

8 - - 32 32 32 32

9 - - 36 36 36 36
10 - - 7.5 7.5 7.5 7.5

Laboratory
Subsidiary Nursing station

Hand washing basins (an area of t he basin 1 m2)

Consultation room / Examination room

Minor operation room

Antiseptic area for handling medications

Pharmacy

Nursing station (Counter)3

Treatment area
Site

Treatment area (dialysis machine + bed or chair)

Isolation Room to isolate blood-borne diseases

Third Area for staff and administration 5 beds 10 beds 20 beds 30 beds 40 beds 50 beds
N Site ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1
Director office (+meeting room + small 
archive + Break)

25 25 25 25 25 25

2 Doctors room 9 9 9 9 9 9
3 Head nursing office 9 9 9 9 9 9

4
Administration (staff offices: - 
Secretarial - social worker –
Accountants -Managing Director)

50 70 95 95 95 100

5 Patients Affairs office 16 16 18 18 18 18
6 Dietician office 9 9 12 12 12 12
7 Filing room 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10

8
Training room (for patients and relatives 
on peritoneal dialysis techniques)

- - 33 33 33 33

9 Dining room for the operating staff 30 30 30 30 30 45
10 Health records room 10 10 20 20 20 20
11 Bathroom (staff) 2 x10 2 x10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10
12 Common room (staff) 16 16 18 18 18 20
13 Personal locker room 2 x 18 2 x 18 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24
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図表・44 Support services and store areas における推奨設備とベッド数に応じた望ましいスペース（㎡）

出所）MOH “Standards Guideline for Establishing, Equipping and Operating Renal Dialysis Centres”

４）人的リソースに関する推奨条件

前述した MOH 関係者へのヒアリングでは、人的リソースについて下記コメントを得た。

・サウジアラビアはサウダイゼーション20政策を進めている。

・当然、透析施設もこの政策の通り、雇用している従業員のうち 30％以上をサウジアラビア

人で占めなければいけない。

・ただ、これは職種等に拘っていないので、医療従事者にサウジアラビア人がいなくとも、

事務部門、管理者にサウジアラビア人を雇用すれば基準をクリアすることになる。

また前述のコメントの通り、腎臓専門医・コンサルタントが推奨条件として挙げられており、

また 3 年~5 年程度、有名な透析施設で経験を積んだ人物が望ましいとされており、条件として

はかなり厳しい内容が見受けられる。

                                                       
20 サウジアラビア人の雇用を創出し、失業者コストを就業者の付加価値に置き換えることを目的とした政策。企

業に 30%以上のサウジアラビア人雇用を義務化している

Fourth 5 beds 10 beds 20 beds 30 beds 40 beds 50 beds

N ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1st floor 1 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6

2nd floor - - - 1 x 9 1 x 8 1 x 8

1st floor 1 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 4 2 x 6 2 x 6

2nd floor - - - 1 x 9 1 x 8 1 x 8

3 12 12 16 16 20 20

4 2 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 7 2 x 7 2 x 9

5 11 11 11 11 11 16

6 25 25 25 35 35 40

7 16 16 20 20 20 20

8 5 5 7 7 7 9

9 5 5 7 7 7 9

1st floor 2 x 4 2 x 4 2 x 4 1 x 6 1 x 12 1 x 12

2nd floor - - - 2 x 2 2 x 4 2 x 4

11 1 x 8 1 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 9

12 25 25 25 25 25 35

13 25 25 25 25 25 35

14 9 9 9 9 9 9

15 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12

16 30 30 30 30 30 30

17 1 x 5 1 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 7

18 7 7 9 9 10 10

19 4 4 4 6 6 2 x 6Store (supplies of cleaning liquids and dry materials 

Warehouse to save & prepare dialysis 

solutions
10

Pump room for fire resistance

Control room (with Tableau power + generator 

Store room for medical gases

Repair shop for equipments and chairs

Support Room

Room Pantry supplies

Waste disposal reservoir

Warehouse equipment (for the maintenance and 

sterilization of dialysis machines)

Warehouse for the supply of cleaning solutions

Kitchenette

Water pump room

Support services and Stores

Site

Water treatment plant (Minimum 9 m2 – based on 

bed capacity)

Daily store room (Warehouse)

Weekly store room

General store room

1 Store for clean linen

2 Store for dirty linen



47

図表・45 透析施設の人的推奨条件

出所）MOH “Standards Guideline for Establishing, Equipping and Operating Renal Dialysis Centres”

看護師についても、最低 2 年透析施設で経験を積んだ人物が求められ、また血液透析トレー

ニングプログラムをパスしていることが望まれている。また看護師長や管理者は透析施設での

5 年以上の経験が求められる。

その他にも感染症対策要員としてもほぼ看護師と同じ要件が求められている。

Dialysis Doctors Position Qualification Requirements
1. Consultant
Nephrologist

Qualifications:

Should hold a specialty certificate from the Saudi Commission for
Health Specialties as a Consultant Nephrologist

2. Specialist in
Nephrology

Qualifications:

A specialty certificate approved by the Saudi Commission for
Health Specialties as a Nephrology Specialist.

3. Resident
in Nephrology

Qualifications:

A) Should be a qualified medical doctor with a degree of medicine
and approved by the Saudi Commission for Health Specialties as a
Nephrology Resident.

B) Should have a 3-5 years experience in nephrology and dialysis
from a well recognized dialysis center.
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図表・46 透析施設スタッフに求められる資格・経験

出所）MOH “Standards Guideline for Establishing, Equipping and Operating Renal Dialysis Centres”

Dialysis Nursing Position Qualification Requirements

Registered Nurse (RN) Bachelor or High Diploma Degree in Nursing

Professional Experience , Minimum Skills &Specialized Knowledge:
*Minimum of 5 years experience in dialysis (preferable with about 10 year
experience).
* Minimum of 3 years experience as Nurse Manager.
* Good communication skill preferably both in English and Arabic.
* Certified in BCLS and preferably in ACLS.
* Certified and registered with the Saudi Commission for Health Specialties.
* Computer Literate.

Registered Nurse (RN) Bachelor or High Diploma Degree in Nursing

Professional Experience , Minimum Skills &Specialized Knowledge:

*Minimum of 5 years experience in dialysis
* Minimum of 2 years experience as Head Nurse Assistant.
* Good communication skill preferably both in English and Arabic.

* Certified in BCLS and preferably in ACLS.
* Certified and registered with the Saudi Commission for Health Specialties.

* Computer Literate.

Registered Nurse (RN) Bachelor or High Diploma Degree in Nursing

Professional Experience , Minimum Skills &Specialized Knowledge:
*Successfully passed a Haemodialysis Training Program
* Minimum of 2 years experience in dialysis.
* Good communication skill preferably both in English and Arabic.
* Certified in BCLS and preferably in ACLS.

* Certified and registered with the Saudi Commission for Health Specialties.

Registered Nurse (RN) Bachelor or High Diploma Degree in Nursing

Professional Experience, Minimum Skills &Specialized Knowledge:
*Minimum of 5 years experience in Nursing.
* Trained and experienced in dialysis (Minimum of 2 years)

* Trained and experienced in infection control (Minimum of 2 years)
* Good communication skill preferably both in English and Arabic.

* Certified in BCLS and preferably in ACLS.
* Certified and registered with the Saudi Commission for Health Specialties.
* Computer Literate.

4. Infection Control practitioner

Note: Dialysis Nurse to patient ratio is ideally 1:3 for stable cases , and 1:1 for unstable and complicated dialysis
patients, The Nurse – patient ratio for stable cases can be stretched to 1:3 However , this ratio may compromise
the patient’s safety due to the high potential of staff nurse fatigue and lack of adequate time leading to inadequate
attention to proper patient management especially in times when intradialytic complications occur.

1. Nursing Supervisor

2. Unit Head Nurse

3. Dialysis Nurse
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第４章 サウジアラビアへの展開にあたっての調査と取組

４－１．現地訪問調査

１）目的

・現地透析医療施設及び政府関係機関の有識者を訪問し、サウジアラビア国内の透析医療事

情と今後の市場性について調査を行う

・今後の進出に関して必要となる手続きについて確認する

・今年度事業の遂行について協力依頼を行う

２）訪問日程及びメンバー

①2013 年 9 月 23 日～2013 年 10 月 4 日

  医療法人財団 松圓会

山根伸吾（専務理事）、渋谷泰史（臨床工学部 部長）

ニプロ株式会社（含むニプロミドルイースト FZE）
土屋聖吾（ニプロミドルイースト社長）、Manoj Noir（サウジアラビア Country Manager）

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

酒井洋彰（シニアコンサルタント）、吉竹一将（コンサルタント）

②2014 年 2 月 5 日～2014 年 2 月 12 日

  医療法人財団 松圓会

山根伸吾（専務理事）

ニプロ株式会社（含むニプロミドルイースト FZE）
土屋聖吾（ニプロミドルイースト社長）、Manoj Noir（サウジアラビア Country Manager）

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

酒井洋彰（シニアコンサルタント）、高橋佑典（コンサルタント）

３）訪問先と確認事項

①2013 年 9 月 23 日～2013 年 10 月 4 日

日・時間 訪問先・担当者 確認事項とファインディング

9/24
(TUE)

12:00
～

13:30

AL Faisal Dialysis center
Mr.Musa Al Fara(Administrator)
他 現場腎臓医

 民間透析施設（チャリティ）の取組と

概要について

 一般の施設で治療を受けられないサ

ウジ人・外国人が対象

 慈善団体等の寄付とオーナーの負担

により運営を成り立たせており、セッ

ション単価は SR500 以内に抑えてい

る

 検査や薬は出していない
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14:00
～

16:00

Armed Forces Hospital
Dr. Haitham Rajule

 サウジアラビア内透析関連施策の動

向及び防衛庁管轄病院内透析ユニッ

トの視察

 サウジアラビアでは現在透析患者約

12,000 人、年間 10%の勢いで増加中

 直近で発行されたガイドラインに準

じて運営をしている

 検査項目数は日本よりも若干劣り、フ

ットケア等も実施していない

9/25
(WED)

9:30～
10:30

JCCME（中東協力センター）

武藤弘治様

 サウジアラビア医療概況と中東協力

センターの取組

 現在、国家予算の 15%程度が医療費

で、年間 SR1,000 億ほどの予算が医

療セクターへ投資されている（含む非

MOH 系・民間）

 トップクラスの病院は民間で、診察や

検査については民間に行く事が多い

 サウジアラビアの水質は良く、政府が

お金をつけて国民は安く利用できる

 リヤドだけでなく、ジェッダでも日本

型透析セミナーを実施して欲しい

11:30
～

14:00

International Medical Center (IMC)
Dr.Hanan Salah Eldin 
Attia(Director,Purchasing Dept.)、
Dr.Aliaa M.Elsamni(Supervisor)

 民間透析施設の現場視察と日本型透

析の概要説明

 ベッド数は 10 と小規模ながら、それ

ぞれが個室風に区切れる形で高級感

を出している

 他施設よりも営業時間が長く、23 時

30 分まで対応しており、一日 4 セッ

ションも可能

 視察中の食事を見る限り、患者の栄養

管理は懐疑的

 日本型透析のスコアが良い理由を知

るためセミナーへの参加を希望

14:00
～

16:30

King Abdulaziz Hospital
Dr.Adnan Alfi

 KSA 政府の取組と日本招聘の相談

 患者のうち約 2/3 が MOH 管轄の施

設、1/3 は民間施設（多くはチャリテ

ィ）で治療

 一部の富裕層は IMC のような高級プ

ライベート病院に行っている

 今後はMOH管轄の民間アウトソーシ

ングによる拡大を図っている

 ガイドラインは「患者のリラックス」

を狙って作成しているが、非常に厳し

い基準である事も理解（特に人材面）

 今後も有益な情報があれば随時更新

して行く予定

 日本招聘については喜んで受けたく、

日本の透析センターを視察したい
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9/26
(THU)

15:30
～

16:30

Nipro Middle East
土屋聖吾様

 コンソーシアム取組共有と今後の進

め方協議

 今年度事業で発生する調整をどのよ

うに進めていくかについて、日本側・

サウジ側にて役割分担を確認

 特にサウジ官僚の招聘時の注意事項

について共有

9/29
(SUN)

10:00
～

11:30

在サウジアラビア日本大使館

Sato Koichi 様、久岡夏樹様、山見暁医

師

 KSA 医療概況と今後の協力依頼（日

本招聘時 等）

 招聘時の VISA 発給の手続きや必要期

間について確認

 サウジアラビアでのセミナー実施時

注意事項について確認

 現在、病床増加を主眼に置いた政策を

出しており、雇用促進も考慮した医学

専門学校を増やしている

 許可を取得できれば、日本人医師の執

刀は可能であり、日本人ナースがサウ

ジ国内で働く事も可能。ただし、英語

が出来る事が条件

 韓国保健省とサウジアラビア保健省

が協定を結んでおり、HIS（医療情報

システム）の導入を進めるとのこと

 サウジアラビア国内でビジネスをす

るには、出張ベースでは難しく、現地

で密なコミュニケーションが必要と

なるケースが多い

14:00
～

15:30

JCCME・JETRO リヤド

三束尚志様、米倉大輔様、庄様、佐竹

繁春様

 KSA 医療概況（特に手続き面）の確

認

 これまでサウジアラビア内で病院等

の開設を試みた日本の医療法人はい

ない

 SAGIA の認可が必要となり、その後

MoCI にて商業登記、加えて MOH の

認可が必要と思われる

 医療分野に限らず、欧米が強い市場

 要人を日本に招聘し交流を図るのは

良い手段

9/30
(MON)

8:30～
9:30

SAGIA
Mr.Zabeu Alanzi (Evaluator)

 KSA での新規医療施設の設立許認

可・手続きを実施

 外資の病院投資は 100 床以上であれ

ば可能。それより小さい規模は既存の

病院であれば出資可能

 現在透析センターについては、MOH
のアウトソーシング政策の動向を見

ながらの対応となり、現在は外資の新

規設立はストップしている
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10:00
～

10:45

AlKhawalid Dialysis Center
Dr.Sameh Z.Sammd (Nephrologist)

 民間透析施設の現場視察と取組

 DOPPS の対象医療施設となってお

り、定期的にデータを提供

 30 名の患者のうち半分が DOPPS の

対象

 一回あたりの単価は SR450 だが、5
年前は SR700 ほどであった

 看護師・医師の年間人件費は 18 カ月

で見積もる事が多い

13:00
～

14:30

Shmoly Clinics - Private Dialysis 
Center
Dr. Wajeh (Nephrologist),
Mr. Bassam Altair (Administrator)

 民間透析施設の現場視察と取組

 今後、グループとして透析センターを

拡大していこうという意向がある

 患者ごとに透析液を変えており、カル

シウム濃度は 3 パターンを使い分け

ている

 看護師は観察業務がメインであり、患

者指導までは行っていない

 看護師の基本給は SR4,000
 VA（バスキュラーアクセス）手術は

SR8,000～SR16,000 が相場

10/1
(TUE)

10:00
～

11:00

MOH (Ministry of Health)
Dr. Aqeel Al Ghamdi (Asst Deputy 
Mgr)

 日本招聘・看護師研修派遣の相談

 日本の透析施設を見たことは無いの

で、是非招聘の機会があれば受けたい

 現状のガイドラインは欧米、特にヨー

ロッパを参考にしているが、日本の情

報はなかった

 訪問で参考になる情報が得られれば

ガイドラインにも反映したい

13:00
～

14:00

Davita LEHBI CARE
Dr. Ali Mohammed Alehbi (Chairman 
of the Board and CEO)

 民間透析施設の取組

 米 Davita 社と合弁事業を行っている

 アウトソーシング事業全体で 10,000
人ほどの患者をカバーする計画

 サウジアラビアにエントリーするに

は、最低でも 1 年位のスタディが必要

10/2
(WED)

9:00～
10:00

現地医療機器卸 A 社

Marketing Manager,
Supervisor

 KSA 透析業界動向を確認

 KSA の医療全体および透析業界の市

場規模は今後も成長する（ヘルスケア

全体[2011 年～2012 年]で 210 億ドル

⇒250 億ドル）

 A 社の事業範囲と透析分野での実績

の説明（MOH との取引が 90%程度、

サウジアラビア国内に 6 拠点）

 アフタセールス（メンテ）が重要

11:40
～

13:00

JICA
三島宗浩様

 「コストシェア」の仕組と今後の活用

可能性の確認

 現在は ODA 対象国ではなくなった

が、研修事業を中心に支援

 課題別や国別の研修コースと、専門家

派遣の制度がある
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 スタンダードを変えることが成功の

ポイント

14:00
～

15:00

Al Tamimi
Mr. Graham Nelson (Head), Mr. Alan 
Hall (Senior Assosiate),
Mr. Hesham I. Al Homoud(Partner)

 KSA での新規医療施設設立手続きと

対応可否の確認

 西村あさひ法律事務所とも協働して

おり、日本の医療法人から相談を受け

たことは無いが、医療関係の手続きに

ついては実績があるので対応可能

 サウジアラビアでは法務面での手続

き代行を法律事務所が行うことも多

く、進出の際には相談してほしい

10/3
(THU)

10:00
～

12:00

医療機器卸 B 社

Senior Vice President & Deputy CEO, 
Company Manager

 KSA 透析事情と透析関連サプライ

 MOH 系の大規模透析施設へのサプラ

イを行っており、透析分野での実績は

豊富

 医療施設の開設にも興味があり、透析

分野でも進出を検討している

②2014 年 2 月 5 日～2014 年 2 月 12 日

日・時間 訪問先・担当者 概要と確認事項

2/5
(WED)

15:30
～

16:30

在サウジアラビア日本大使館

久岡夏樹様

 招聘に関わるビザ手続きやレター送付につい

ての御礼と保健省大臣との会合（2014/2/4 実

施）のフィードバックを得るため訪問

 要人招聘については、国対国の構図が必要

 大臣は基本姿勢として、医療の技術移転やアウ

トソースには前向きである。他に、サウジヘル

スを開催する計画があり日本企業に参加して

ほしいと考えている

 各省庁は、ドバイではなくサウジアラビアに中

東の事務所を構えてほしいと考えている

 2014 年 2月 18 日よりサルマン皇太子が来日予

定で、サウジアラビア保健省の職員も来日する

 目下の健康課題は糖尿病と肥満

2/6
(THU)

10:00
～

12:00

医療機器卸 C 社

Vice president,
Sales Manager

 事業提携についてのディスカッション

 サウジアラビアにて事業を行う際は、25%くら

い保守的に見るための係数が必要

 現状は外資独資は NG でサウジ資本の出資が必

要と属人的に言われているが、ルールが代わる

可能性もあるので、出資もオプションとしてお

く必要がある

 サウジアラビアへの進出形態は Dialysis 
center、もしくは既存の病院へのユニット追加

で対応

 PTA オペを保険でカバーするには事前承認が

必要な可能性はあるが、人工透析以外の保険で

カバーできると思われる

2/9
(SUN)

10:00
～

17:00

事前打ち合わせ

（於 シェラトンダンマン）
 本事業の紹介及び講演内容の最終確認

 会場視察
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20:30
～

21:30

サウジアラビア現地セミナー

（東部東部腎臓医学会）

司会：Dr. Ayman Karkar
本事業の紹介：山根専務理事

（松圓会）

講演：政金生人氏

 本事業の紹介（開会時のスピーチにて）

 日本式透析についての講演及び現地有識者と

の意見交換（詳細は以下、4-4.開催概要を参照

のこと）

2/11
10:00
～

11:00

ニプロミドルイースト

土屋聖吾 社長

（コンソーシアム打合せ）

 今年度取組みについてのフィードバック

 次年度以降の展開と今後のアクションの確認

 サウジアラビア要人の招聘はキーとなるが、実

現するには国が主体のイベントが最も確実

 民間基点では学会等からの招聘も可能性あり

 引き続きサウジアラビアは睨みながらも、エン

トリーとして周辺都市（ドバイ、ドーハ等）を

並行して検討するのも一案
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４－２．医療従事者（看護師）の日本への招聘

１）目的

2013 年 9 月～10 月にサウジアラビアを訪問した際に各種インタビュー・視察により把握した

「日本とサウジアラビアの違い」を元に、サウジアラビアの透析施設にて勤務しているサウジ

アラビア人看護師に、日本の透析医療・看護等の実態を紹介し、サウジアラビアとの比較で日

本型との違い、日本型の良さ等を伝えることを主目的として実施した。特に以下 3 点について

着目した。

①医師、看護師、臨床工学技士、栄養士の役割分担を理解してもらう

②日本独自のセントラルシステムを理解してもらう

③単なる医療サービスではなく、患者・家族本位の接遇サービス等を体感してもらう

同時に、サウジアラビア現地の看護レベルの深堀についても目的とした。また、現場レベル

でサウジアラビア人看護師と日本人看護師が情報交換・懇親を行うことで、看護師・臨床工学

技士等、日本人医療スタッフもサウジアラビア現地での医療・看護の考え方や看護行為を学び、

日本の現場で活かす為のヒントを得ことも副次的な目的とした。

２）招聘した看護師

（１） Ms. MALIBARI, Ghyda Abdullah A
勤務地：Kanoo Kidney Center（Dammam Medical Complex）
年齢：27 歳

勤務歴：3 年（うち透析医療の現場経験は 2 年、現在は QA[Quality Assessment]部門に所属）

（２）Ms. AL SHAMARANI, Abdaleah Nams M
勤務地：King Abudulaziz Hospital（Jeddah）
年齢：31 歳

勤務歴：1 年（うち透析医療の現場経験は 1 年、現在も現場のスタッフナースとして勤務）
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３）研修スケジュール

以下のスケジュールで研修を実施した。いずれのプログラムも松圓会及び東葛クリニックの

施設にて、松圓会の医療スタッフが中心となり資料作成・講義を行った。

日時 場所 研修概要/イベント

12/15（日） 夕方 － 来日

12/16（月）

13:00 松圓会 管理棟
研修プログラム紹介

法人紹介/自己紹介

15:00 東葛クリニック病院

（松戸）
病院内見学

16:00 松圓会 管理棟 研修前ディスカッション

12/17（火）

8:30 東葛クリニック柏
日本の透析業務の流れを紹介（現場見学）

患者が来院されてから帰るまでの流れを紹介

15:00 松圓会 管理棟 日本の透析医療の現状紹介（講義）

16:30 松圓会 管理棟 臨床工学技士の紹介（講義）

12/18（水）

9:00 東葛クリニック病院

（松戸）

感染管理とバスキュラーアクセスの管理

（現場見学）

13:00 松圓会 管理棟
感染管理とバスキュラーアクセスの管理

（講義＋実技演習）

12/19（木）

9:00 東葛クリニック病院

（松戸）

糖尿病患者に対する看護

【含、フットケア、栄養管理、患者教育】

（現場見学）

13:00 松圓会 管理棟

糖尿病患者に対する看護

【含、フットケア、栄養管理、患者教育】

（講義＋実技演習）

12/20（金） － 休日

12/21（土）

9:00 東葛クリニック病院

（松戸）

合併症患者に対する看護

（現場見学＋講義）

13:00 松圓会 管理棟
安全対策

（講義＋ロールプレイ）

15:00 松圓会 管理棟 在宅血液透析の紹介（講義）

16:00 松圓会 管理棟 総括、意見交換会

12/22（日） 夕方 － 帰国

４）研修プログラムの概要と成果

本研修にて実施した個々の講義では、以下のような成果があった。招聘した看護師に対する

アンケート結果を踏まえて、成果を記載している。

（１）日本の透析医療紹介

[概要]

2013 年 9 月～10 月にサウジアラビアに現地訪問し、各種政府機関や病院関係者を訪問し、サ
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ウジアラビアにおける透析医療の現状を把握した。その情報を背景に「日本の透析医療の変遷」

「日本の透析医療サービスの実態（データを用い説明）」「高齢化社会に突入した現在の透析医

療サービスに求められること」等を紹介した。日本において透析患者は年々増加の一途を辿っ

ており、その平均年齢の上昇は顕著である。限られた人数の看護師でどのように多くの透析患

者に対応しているか等について知って頂くため実際に現場に入り、個室透析、穿刺の開始時、

検査値のチェック、機械室などを見学した。

[成果]

サウジアラビアでは現在、一人の患者に対し一人の看護師がついている。しかしサウジアラ

ビアにおいても日本同様、今後は透析患者の人口が増加していくことが予想されており、組織

体制の変化が必要となる可能性がある。実際に日本において、一人の看護師がどのように複数

の患者のケアを行っているかについて理解を得たことは有益であった。

（２）臨床工学技士の紹介

[概要]

今後、サウジアラビアでは透析患者の増加が予想されており、現存の医師や看護師だけでは

十分な対応ができなくなってくると考えられている。

サウジアラビアでは穿刺等は看護師が行うが、医療機器のメンテナンスなどは外部の技術者

に委託している。そのため、機器にトラブルが起きた際に対処に遅れたり、一時的（数日間）

に機器が使えなくなったりといった事象が生じている。その場合、患者を受入れられない、稼

働率が低くなる等の問題が発生するため、余分に機器を保有して対応しなければならない。

臨床工学技士制度は世界の他国と比較してもユニークな日本の制度である。臨床工学技士は、

機器のメンテナンスや状態を把握し適切な設定を行いながら、患者へ穿刺するような看護業務

も担っているため、医師や看護師の負担を軽減することも可能である。

上記のような視点に立ち、日本の臨床工学士の役割やメリット等を紹介した。

[成果]

臨床工学技士はサウジアラビアの看護師にとって全く新しい概念であり、興味深く、その役

割や意義について学ぶことができたとのフィードバックがあった。また、透析施設における臨

床工学技士の存在は重要だと認識し、教育体制等の壁はあるものの、今後サウジアラビアでも

検討すべきシステムだと感じてもらえた。

（３）感染管理とバスキュラーアクセスの管理

[概要]

透析室で行っている感染管理の方法、日本の感染率の低さ等を説明するとともに、実際に現

場を見学した。見学時には施設で使用しているビニール製のエプロンや手袋、廃棄ボックスの

設置状況なども見て頂き、手洗いに関しては実践も交えて紹介した。

また、日本におけるバスキュラーアクセスの現状を説明した後、手術現場を見学した。手術

のアフターケアとして行っている治療等についても紹介した。
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[成果]

日本の感染率は低いものの、感染管理の体制についてはサウジアラビアの病院の方が徹底し

ていることがわかった。両者の違いは「看護師の数の違い」に起因していると考えられ、サウ

ジアラビアでは看護師の数が日本と比較して多く配置されているため、感染管理体制を十全に

整える事が可能である。一方、感染管理体制に劣るものの日本の感染率が低い理由としては、

透析施設における効率的な看護体制の整備が挙げられる。

（４）糖尿病患者に対する看護

①予防的メディカルフットケア

[概要]

基礎疾患に糖尿病と末梢動脈疾患がある場合、創傷の治癒期間が平均 103 日、治癒率は 68%
となる。糖尿病のみであれば、治癒期間が平均 80 日、治癒率 89.5%であることから、純粋な糖

尿病より、末梢動脈疾患 PAD が被ると治癒期間が延び治癒率もが低下する。

講義では、末梢動脈疾患を予防するためにメディカルフットケアを実践しているということ

を説明した。その後、フットケアを専門としている看護師が実際の患者にケアを施している場

面に同席し、患者への接し方や専門スキルを見学した。

[成果]

フットケア専門の看護師が患者にフットケアを施しコミュニケーションを取りながら、一人

ひとりの患者に対して、未然に防げることや留意すべきことがないか丁寧に確認する様子を見

学することで理解してもらった。

サウジアラビアでは、フットケアを専門とする看護師は在籍しておらず、個々の看護師がフ

ットケアを実施している。フットケア専門看護師を各サテライトに派遣することで、看護師の

負担を軽減し、少ない人数の看護師で多くの患者に対応できる日本のマネジメント手法の理解

を促すことができた。

②糖尿病性腎症患者の看護

[概要]

糖尿病性腎症の患者の生命予後は、非糖尿病透析患者に比べて不良となる。理由としては、

糖尿病による全身的な合併症を伴っていることがあげられる。特に心血管系障害や感染症によ

る死亡が多く、視覚障害による失明や足壊疽による四肢切断など QOL 低下の問題も生じている。

これらのことから、糖尿病性腎症患者は非糖尿病透析患者よりも複雑な治療･セルフケアを必

要とし、様々な理論やプログラムを用いたケアが有効である。心理的アプローチとしてカウン

セリング技術なども用いていることを説明した。

また、実際に糖尿病性腎症患者に透析を開始する場面に立ち会い、フットケアを含む治療の

様子を見学した。

[成果]

講義では、糖尿病性腎症患者は特にリスクが高く注意が必要な患者であることを伝え、課題

意識を持って日本の看護師と議論することができた。また、実際に透析を開始する場面に立ち

会うことで、使用している医療機器や治療の工程の違いにも着目し、現場の看護師に積極的に
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質問をしながら、学びを深めてもらうことができた。

③糖尿病性腎症患者の栄養管理

[概要]

正常な腎臓は 24 時間活動しているが、血液透析では短時間しか腎臓の代行はできない。それ

に加え、腎臓の全ての働きを補えるものではないので、食事による調節が必要となる。

透析の食事管理として、各個人に必要な栄養素（エネルギー・たんぱく質など）の補給と塩

分・水分・カリウム・リンを適切にコントロールした食事を提供している。それに加え、糖尿

病患者には血糖コントロールの管理が必要となる。患者の栄養管理について、栄養士が説明し

た。

実際にその日の昼食を紹介し、招聘看護師もそれを食べてみることで、適切に栄養管理がさ

れた日本の食事を体験してもらった。

[成果]

患者の栄養状態をコントロールし、バランスを整えることの重要性を伝え、患者の水分摂取

量を個人別にコントロールできることを初めて知り、その方法について栄養士から直接解説し、

正しい理解を得てもらった。

④合併症患者に対する看護

[概要]

透析期間が長くなると、心不全、骨ミネラル代謝異常、透析アミロイドーシス、栄養障害な

どの合併症が出現する。合併症は日常生活の障害となり社会復帰の妨げになるため、透析患者

の QOL を大きく損なう原因となることを説明した。

サウジアラビアでは患者の年齢が若く、透析期間が短い為、まだ合併症の問題がクローズア

ップされていないが、将来のサウジアラビアでも起こり得ることとして説明した。

[成果]

日本において合併症を未然に防ぐために行われている工夫や、業務中の留意点についての理

解を得た。

⑤安全対策

[概要]

透析治療中や日々の業務の中で安全に医療を提供するための取組み（予防策）等を説明し、

モデルケースを用い、互いに事故防止・安全対策に必要なことは何かについて議論した。

「血液透析中に起こりやすい出血事故対策」「抜針事故への予防策」「実際に出血してしまっ

た場合の対応策」等について主に議論した。

[成果]

リスクを回避するためには、患者自身の自己管理が重要であることを理解してもらった。ま

た、日本では、患者の生命を守るための非常通報システムが整っていることを知り、参考にな

ったとのフィードバックを得た。
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⑥在宅血液透析の紹介

[概要]

日本の医療政策として進めている在宅医療サービスの 1 つである在宅透析の現状を紹介した。

サウジアラビアでも実際に在宅透析は行われているが腹膜透析のみである。講義では、主に

血液透析の在宅透析について、導入プロセス、メンテナンス方法、患者トレーニング等につい

て解説した。

[成果]

サウジアラビアでは在宅血液透析の例が無いため、今後導入される可能性を考えながら、興

味を持って講義に臨んでもらい、在宅血液透析を始めるプロセスや患者とその家族に対するト

レーニングについて、詳細な議論を通じて理解を深めてもらった。

⑦総括

本研修の成果として、看護師が今後サウジアラビアでの透析医療看護において生かすもしく

は導入を検討することができると想定されるポイントは以下の 4 点である。以下、ポイントと

ともにアンケートにて得たサウジアラビア看護師からのコメントを掲載する。

Ａ）業務を遂行する上でのコミュニケーション（対患者およびスタッフ間）

看護師や栄養士から講義を一方的に受けるだけでなく、実際に患者と接している場面や、

スタッフ間でコミュニケーションを取っている場面に参加することによって、看護師たちの

ホスピタリティの精神を実感することができた。

Ｂ）少人数の看護師で、多くの患者に対応する組織体制

フットケア専門の看護師、看護師教育を担当する看護師、感染管理を専門とする看護師等、

高い専門性を有する看護師の存在により、少人数でもマネジメントができている体制につい

て知ることができた。

Ｃ）在宅血液透析の提案方法

前述の通り、サウジアラビアではまだ在宅血液透析の実績が少ないことから、より実績が

多い日本での在宅血液透析をすすめる工程や手法について聞くことによって、サウジアラビ

アの患者への提案方法を考えることができた。

Ｄ）臨床工学技士の業務

前述の通り、サウジアラビアには臨床工学技士は存在しない。現在教育体制が整っていな

いため、すぐに導入することは困難だが、特に血液透析をする上で、重要な役割であること

がわかった。

その他、「サウジアラビアと日本とでは、使用している医療機器メーカーや水処理の方法等が

異なり、その違いを理解できたことは有益であった」、「同様の研修を他のサウジアラビア人看

護師に提供することは有意義である」という意見を得た。
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５）研修で用いた資料 （一部のみ掲載）

（１）「臨床工学技士の紹介」講義資料
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（２）「予防的メディカルフットケア」講義資料
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６）研修風景

（１）透析室の見学
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（２）ＰＴＡオペの見学

（３）講義・検討会
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（４）研修修了証
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７）アンケート用紙
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８）本取組を通じて得られた示唆

本取組において、日本とサウジアラビアの看護師が議論し、情報を交換することによって、

看護師の視点から見た場合の両国の透析医療の違いが明らかになった。その違いから、日本の

透析医療法人がサウジアラビアに進出する際に留意すべき点について示唆が得られた。

①日本とサウジアラビアの比較

比較項目 日本 サウジアラビア

ハード面

治療法

患者の水分摂取量を個人別に

管理

患者の水分摂取量は個人別に

管理していない

在宅血液透析が進んでおり、患

者とその家族の指導方法など

の仕組みが整備済

在宅血液透析の実施件数は無

く、腹膜透析が少しあるのみ

アクセスは内シャントが主、近

年感染の問題を解決しながら

カテーテルが増加傾向

カテーテルは感染率が高いと

考えられており、内シャントが

主流

感染管理
全員が必ずしも HBV ワクチン

を接種しているわけではない

ガイドラインに基づき、全スタ

ッフが HBs 抗体を受ける

システム 非常通報システムが整備済 未整備な部分がある

ソフト面

組織

組織横断的に部門間（栄養部、

看護部、臨床工学部等）で円滑

にコミュニケーションが可能

組織が縦割りになっており、各

部門がそれぞれの役割を遂行

している

フットケア専門のナースが、ク

リニック全体のフットケアを

管理するなど、専門家を設置す

ることにより、少人数の看護師

で多くの患者に対応する組織

体制

フットケアを含め、専門性の高

い看護師は存在せず、各看護師

が限られた患者に集中して担

当している

教育
全てのスタッフで新人看護師

の教育にあたる

新人看護師の教育専門のユニ

ットを持つ

本取組を通して、血液透析のメリット・デメリットについて知る過程において、治療法の違

いについて議論することができた。日本では在宅血液透析が進んでおり、招聘したサウジアラ

ビア看護師は、サウジアラビアで在宅血液透析を患者に提案することについて、特に関心を持

っていた。もうひとつのハード面の大きな違いは感染管理にある。サウジアラビアの感染管理

体制は非常に整っており、日本で行われている方法は、ほぼサウジアラビアでも行われている

ことに加え、例えば HBV ワクチンの接種に関しても、ガイドラインを遵守して全てのナースが

接種することが徹底されている。

組織については、サウジアラビアと比較し、日本の組織は少人数の看護師で多くの患者に対

応できるように構成されている。例えば、フットケアなどでは専門のナースを設置し、クリニ

ック全体を管理し、各看護師の負担を軽減している。機器のメンテナンスや状態を把握し適切

な設定を行いながら、患者へ穿刺するような看護業務も担っている臨床工学技士という職種は、

サウジアラビアには存在せず、日本独自のシステムであり、臨床工学技士も、医師や看護師の

負担を軽減する役割を果たしている。このように、多くの職種や専門家を有する日本の組織に

おいては、横断的なコミュニケーションが重要であり、部門間の連携を取る工夫がされている

点が、サウジアラビア大きく異なっている。

また、サウジアラビアでは新人看護師の教育に力を入れており、教育専門のユニットが設け
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られている。これは全ての看護師で教育にあたる日本の体制とは大きく異なる。

②サウジアラビアに日本型透析施設を展開する際の留意点

Ａ）感染管理の徹底が必要

日本での感染率は他国と比較しても低く、感染管理体制は十分に整っていると考えられるが、

サウジアラビアでは日本以上に十全な整備されており、現地展開においては感染管理について

徹底する必要があり、看護面においても高い意識を持つ必要がある。

Ｂ）看護師の役割が日本と比較して分業されている

日本の透析医療は限られたリソースの中で専門家を効率的に配置することにより各看護師の

負担を軽減しているが、サウジアラビアの看護師は分業による業務の分担が多い。このため看

護師の数も必要となり、日本型透析の効率的なオペレーションをそのまま適用するのは難しい。

また、分業により、看護師が有しているスキルや役割が日本とサウジアラビアでは異なってい

る点についても、実際の体制を作る上で留意する必要がある。
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４－３．政府要人の日本への招聘

１）本取組の目的と結果

保健省の透析部門の意思決定者であり、ガイドラインの諸版作成・発出に携わっている保健

省要人を日本に招聘し、まだ見た事が無い日本型透析の医療現場の見学と、政府関係者との面

談・専門家とのディスカッション等を通じて、欧米式との差分や効率的なオペレーションとい

った日本型透析の優位性と日本型透析のサウジアラビア展開の意義等について理解を深めて頂

くことを主目的とした。また、透析センター開設について許可獲得についても打診する予定で

あった。

しかし、後述する通り、外国人の入国及び外国への渡航のチェックが強化されており、特に

政府要人については民間企業からの招聘に関して、不正かつ過度な招聘を取り締まるため、チ

ェック体制が強化されるようになった。今回は承認プロセスを担うサウジアラビア外務省から

の承認が降りず、結果としては今年度事業内での招聘は実現できなかった。

２）関連するサウジアラビアの動向

（１）外国人の強制退去措置

サウダイゼーション強化の動きもあり、2013 年サウジアラビアに滞在している外国人労働者

を中心に強制退去措置が取られ、インド・フィリピン・インドネシア・パキスタンなどの周辺

国からサウジアラビアに来ている外国人が強制的に退去させられた。

（２）保健省（Ministry of Health）内での招聘に対する承認体制強化

従来は民間企業からのインビテーションに対して、直接保健省の上長へのインビテーション

レターを出し、そこで受理・承認されれば外国への招聘渡航が可能であった。しかし外国から

の招聘について、特に重要な役職に付く要人への招聘に関する省内チェック体制が、2013 年末

から大幅に強化され、外務省を経由して承認されたレターでないと渡航承認が出ないという体

制になった。

（３）ビザ手続き体制の大幅な変更（日本国内）

サウジアラビア国内の事象ではないが、日本人に対してのサウジアラビア渡航（商用）ビザ

発給についても大幅な変更がなされた。これまでは限定された数社ではあるが代理店を経由し

たビザ発給の代理申請が可能であったが、2013 年 9 月より本人申請が必須となり、東京都港区

芝のビザセンターを訪問し、本人が申請書類を提出するという形に変更された。また、ビザ発

給までに要する時間も従来に比べて長くなっており、外国人の渡航についてもチェック体制が

大幅に強化された。

３）要人招聘にかかる手続き

2014 年 1 月時点で判明している、保健省要人招聘のプロセスを以下にまとめる。

①インビテーションレターの作成

英文、レターヘッド付きにて作成する。保健省大臣を宛名とするカバーレターと、招聘目的・

渡航スケジュール・カバーする費用等を明記する。
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②在サウジアラビア日本大使館への送付

在サウジアラビア日本大使館に作成したインビテーションレターを送付し、現地にてアラビ

ア語で推薦状を作成頂く。それを付けたレターセットをサウジアラビア外務省に転送して頂く。

なお、別のルートとしては、在京サウジアラビア大使館を経由する方法もある。こちらも日

本大使館と同様、サウジアラビア大使館へのレター送付と推薦状の作成を依頼し、サウジアラ

ビア外務省へ送付する。

③サウジアラビア外務省の承認

受理されたレターについて当省内での審理を経て承認される。その後、宛先となっている省

に転送される。保健省の担当者によると、通常は 2 稼動日ほどで転送されると言われている。

④サウジアラビア保健省の承認

保健省内上長の承認を経て、対象者へレターが回付される。招聘対象者と日程・条件等で合

意できれば招聘が可能となる。

なお、これらは本プロジェクトの事例ベースのため、全てのケースについてこのような手続

きが必要かどうかは個別に確認が必要であり、あくまで参考程度にとどめて頂きたい。本プロ

ジェクトでは、①在サウジアラビア日本大使館からのルートと、②在京サウジアラビア大使館

からのルートの 2 つを試みたが、いずれについても現時点で外務省の承認は降りていない。

４）今後の予定

残念ながら今年度事業内での実現には至らなかったが、要人の日本招聘は本プロジェクトの

最重要ポイントであるため、今後も引き続き対応し次年度以降の実現を目指す。今後の対応と

して、以下 2 つを想定している。

①日本の省庁からの招聘として国対国の立て付けとする

今回は民間組織である医療法人財団松圓会が主となりインビテーションレターを作成したが、

民間企業からのインビテーションということもあり、外務省から却下されたと考えることも出

来る。対応として、招聘にかかるインビテーションレターの発行主を省庁（日本国）とするこ

とで、サウジアラビア外務省が受理してスムーズに対応することが想定される。

②学会等へのゲストスピーカーとして招聘する

企業単体ではなく、日本透析医学会等学会単位でのゲストスピーカーとして招聘し、講演を

依頼しつつ、渡航に合わせて日本の透析施設を訪問してもらうという計画も可能性が高いと想

定される。
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４－４．「日本型透析」の現地セミナー

１）目的

「日本型透析」の現地セミナーの主目的は、サウジアラビアの現地透析医療従事者や有識者

に日本型透析を紹介し、日本型透析の有用性や適用可能性について意見交換を行うことである。

２）開催概要

本セミナーは、招聘予定であったサウジアラビアでの透析分野の要人の一人である

Dr.Ayman Karkar 氏（Kanoo Kidney Center Director）が主宰する、「サウジアラビア東部腎臓

医学会（Saudi Nephrology Club Meeting – Eastern area）」とタイアップして実施した。参加者

はサウジアラビアにて腎臓学に携わる医師、コンサルタント、技師、看護師であり、日本から

のプレゼンターは、日本型透析について海外での講演等も多数こなしておられる、人工透析の

第一人者である医療法人社団清永会 矢吹病院腎臓内科副院長の政金生人氏に依頼した。

３）当日のアジェンダおよび議論の要旨

2014 年 2 月 9 日 20:30、Sheraton Dammam Hotel & Towers にて開催した。当日の議事進行

は以下。

時間 実施事項

20:00～20:30 参加者登録

20:30～20:35 Dr. Karkar による本セミナーの開催説明

松圓会 山根専務理事 本事業説明

20:35～21:15 Dr. Karkar による政金氏の紹介

矢吹病院 政金生人氏による講演

21:15～21:30 質疑応答

21:30～22:30 参加者の懇親会兼食事会

参加者は、サウジアラビアにて腎臓学に携わる医師・コンサルタント・技師・看護師で、計

99 名（講演者である政金氏、コンソーシアムメンバー除く）であった。冒頭、Dr. Ayman Karkar
より開会の挨拶及びの概要をご紹介いただき、松圓会 山根専務理事よりオープニングスピー

チ。その後 Dr. Ayman Karkar より政金氏の経歴の紹介を頂いた後、日本式透析の概要とその

メリットについて、政金生人氏より講演頂き Q&A を行った。
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（現地で配布された本セミナーの開催案内）
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（１）講演の内容

①日本式透析の特徴

②セントラル方式の概要と利点

③日本における臨床工学技士の概要

④人工透析患者へのチームアプローチ

（２）質疑応答

Q：標準化透析量以外で、QOL 向上など、患者の負担を軽減する方法として重要視している

ことは何か？

A：日本人の透析患者は体格が小さいので、一度の人工透析で容易に疲れが生じる。疲れは、

生存率にも関係するので、疲れに対しては特にケアするようにしている。透析の質を定義する

多くの要素があるが、最も大切なことは患者がリラックスできることで大切であると考えてい

る。患者がリラックスできる透析量が、透析量の適正量であると考えている。

Q：日本の透析患者の生存率はなぜ他国に比べて高いのか。人工透析の管理が主要因か？

A：主要因に関して明確なことはわかっていないが、生存率に影響を及ぼす要因は数多くあ

る。透析装置の水質が好影響を及ぼしている可能性はある。一方で、ハードな透析オペレーシ

ョンは患者の生存率を下げるので芳しくない。

Q：臨床工学技士がほとんどの業務をカバーしているようだが、看護師や医師は何をするの

か？

A：医師と看護師と臨床工学技士は、重複する業務はあるが、原則役割分担がされている。

例えば、医師は処方箋と薬剤を決め、臨床工学技士は人工透析の水質を管理し、看護師は精神

面のサポートやフットケア、オーラルケアを行う。

Q：内シャント法の失敗を防ぐのに特別に何か行っているか？

A：内シャント法の失敗により、狭窄が起こるとすぐに PTA やバルーニングを行うようにし

ている。また、看護師と臨床工学技士は常に患者をモニタリングしており、何かあればすぐに

医師を呼ぶ体制が整っている。

Q：セントラル方式の衛生状態に問題はないか？

A：過去の ISO 会議で、セントラル方式はバクテリアに弱いという指摘を確かに受けた。し

かし、その後、多くの日本の透析機器企業が感染への抵抗システムを考案している。また、現

在、セントラル方式では、温水を用いており、雑菌を除去する点において改善を示している。

結果として非常に良い透析の質を担保している。
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4）成果及び課題

本セミナーには、現地では多めのおよそ 100 名に参加いただき、現地透析医療従事者に日本

式透析を知ってもらう非常に良い機会になった。サウジアラビアでの透析施設を開設するに当

って現状の大きな課題として「日本型透析の実情と優位性の露出が無く、正しく理解されてい

ない」という点が挙げられるが、広く日本型透析の背景・成り立ちや技術的・経済的な仕組に

ついてプレゼンテーションを通じて解説し、現地有識者との意見交換も実施することで理解を

促進し、本取組のようなセミナーの実施がこの課題の解決に効果的であることを確認できた。

今後の課題としては、本セミナーの質疑応答でも質問があったが、DOPPS データにおいて日

本式透析の生存率が高いことが示されている一方で、日本人患者は他国患者に比べて肥満度な

どの観点から健康なことが起因しているのではないか、という指摘について、明確な回答を示

す事が出来ておらず、「日本型透析」が医療技術的に優れている事を示すまでには至っていない

事が挙げられる。肥満と透析生存率の関係が非相関性については、日本における臨床の経験や

医学的データをもとに、今後明確な説明が必要であると思われる。

また今回は、時間と予算の関係からダンマン一箇所での開催となったが、同様のセミナーに

ついては中部地区（リヤド）・西部地区（ジェッダ）での開催も同様の効果が得られると考えて

おり、次年度以降に開催ができるよう検討する方針である。

５）セミナー風景

（１）セミナー会場とセミナー前の様子
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（２） Dr. Ayman Karkar による開会挨拶と松圓会 山根伸吾専務理事によるオープニングスピーチ

（３）政金生人氏によるプレゼンテーション

（４）Ｑ＆Ａ
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（５）セミナー終了後

６）現地での配布資料（日本型透析の紹介資料）

本セミナー参加者に日本型透析について更なる理解を広く得て頂くことを目的とし、松圓会

の概要と日本型透析についてのファクトを紹介するための英語冊子を作成し配布した。また、

本冊子はセミナー参加者だけでなく、今後現地企業や政府要人にも配布予定である。当該冊子

の一部を掲載する。
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第５章 今後の事業展開に関する検証

５－１．想定されるスキーム

ここでは、現状のサウジアラビア人工透析動向や規制の状況を鑑み、現地での事業実施を行う

上で実現可能と想定されるスキームを述べる。本プロジェクトでは民間資本での現地展開を前提

としており、この前提下において現地での人工透析医療提供での市場参入方法は以下ように整理

される。

図表・47 想定される市場参入の形態

参入方式 資本及び規模要件 日本側の収益獲得方法

1)透析センターの新規設立

現在、外国資本は認められてお

らず、サウジアラビア資本に限

る

技術提携による

コンサルティングフィー

2)透析ユニット付き病院の

新規設立

外国資本は認められているが、

100 床以上の規模に限る

投資収益もしくは技術提携に

よるコンサルティングフィー

１）サウジアラビア独資による透析センターの設立

選択肢のうち一つは、人工透析専門の医療施設としてセンターを開設することである。また

ここでは人工透析のセッションの実施のみを想定しており、合併症やアクセス手術などは外部

の提携病院への委託を想定している。しかし、サウジアラビア投資院（SAGIA）へのインタビ

ューによると、明文化された法律はないものの 2014 年 1 月時点ではサウジアラビア資本 100％
である必要があり、外資については許可されていないとの事である。このため、日本の医療機

関の参入については、資本参入ではなくサウジアラビア資本との提携を前提とし、技術的な協

力によるコンサルテーションフィーのような形での収益が想定される。

また、現地での日本人医師による医療行為については、現時点で明確な規定は無いため現地

医療機関や関連組織へのインタビューからの推察になるが、GCC 諸国からの外国人医師が非常

に多く医療行為も行っていることから考え、日本人医師も労働許可が下りれば医療行為は可能

であると考えられる。また、仮に医療行為が認められない場合も、前述の通り、技術指導のよ

うな形でコンサルテーションフィーによる収益が想定される。

２）大規模病院内の透析ユニットとして透析医療を提供

もう一つの選択肢は、既存の病院の一部として、透析医療ユニットを導入する方法が考えら

れる。サウジアラビア投資院（SAGIA）医療関連の担当者へのインタビューによると、2014 年

1 月時点ではこの形態での外資による一部出資が認められており、この中で透析行為を行うこ

とは可能と言われている。ただし、こちらについても明文化された基準があるわけではなく、

実際には小規模の病院の獲得による参入は難しいとされており、同担当者によると、100 床以

上と大規模な病院に対する一部出資に限定されているとの事である。

この形態では前述の透析専門のセンター設立のような技術提携での参入に加え、日本の医療

機関からの一部出資による参入も可能であるが、大病院の M&A のような大規模なスキームに

なることが想定される。また、透析ユニットについての外資出資については、透析センターの
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扱いと同様、保健省からの許認可の取得が厳しい事も十分に想定される。

５－２．事業の実現に向けた取組の進捗

１）事業実施の方向性

本プロジェクトでは民間主導による 30 床前後の透析センター設立をまずパイロット導入し、そ

の後拡大していくという市場エントリーを指向していることもあり、大規模な M&A 等を伴う形

ではなく、民間透析センターの設立を目指す方向で進めていくことを想定している。

２）現時点の進捗

このため、現地パートナーの発掘と技術提携についての可能性について、本プロジェクトの実

施事項と並行する形で、現地企業へのスキームの提案やディスカッションを実施している。具体

的な企業との事業提携契約締結は次年度以降に想定しており、現時点では複数の候補企業（医療

機器卸、民間病院 等）とディスカッションを実施している段階である。

５－３．プロフィット・シミュレーション

１）前提条件

前提条件は下表の通りである。サウジアラビアでの民間施設は大きくても 20 床程度が一般的

であり、30 床規模はそれなりに大きな民間施設として考えられるが、今後の需要拡大を織り込

んだ形で想定している。また、サウジアラビアでの患者の振る舞いが日本の患者と異なる事も

想定し、保守的な係数を設定し、実施できるセッション数を落として検討している。

図表・48 透析センター設立による収益シミュレーションの前提条件

進出形態 ・サウジアラビア資本 100%にて設立

・日本側は技術提携でコンサルティングフィーを獲得

透析ベッド数 ・30 床

セッション単価 ・640SR
・一般的な年間の民間保険のカバー額である 100,000SR を

一般的な年間のセッション数（週 3 回×52 週）で割った結

果から設定

稼働率（患者獲得率） ・初年度 75%、5pt/年で上昇し 5 年後に 95％
対象患者 ・現在民間施設にて治療を行っているサウジアラビア人およ

び外国人

・最大のキャパシティは 100 名

医療スタッフ ・サウジアラビアのガイドラインにて推奨している水準で

人材を配置したと想定

・サウダイゼーションを考慮し、事務担当にはサウジアラビ

ア人、看護師はフィリピン人を始め外国人を配置

・看護師日本型透析や患者ケアについて理解しており、トレ

ーニングを受けた人材を想定

施設・医療機器 ・セッション時間は 4 時間、サウジアラビアのガイドライン

を満たす水準の広さ・施設及び機器要件を想定

保守的係数 ・実施できるセッション数については、サウジアラビアの患

者の特性を想定し、25%のディスカウントを設定
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２）収益シミュレーション結果

下表に収益シミュレーション（6 ヵ年）と 6 年目での内訳を記載する。事業全体では最終利益

は 2 年目から黒字化する想定であり、6 年目には税引き後の最終利益率 9.0%の 771,010SR（約 2,108
万円 1SAR=27.339JPY 換算）を達成すると想定している。うち、日本側の収益は事業収益の 9.4%
にあたる 801,254SR（約 2,190 万円）を技術指導コンサルテーションフィーとして見込んでいる。

なお本シミュレーションでは 100%サウジアラビア資本で透析センターを設立することを想定

しており、日本側の出資は無いものと想定しているため、技術提携分が収益となる。ただし、現

在もサウジアラビア現地企業と引き続き出資の可能性も含めた詳細について議論を重ねている段

階であり、日本側の収益という観点ではこの通りではないことを補記させて頂く。

図表・49 透析センター設立による収益シミュレーション（6 年間）

図表・50 透析センター設立による収益シミュレーション内訳（6 年目）

コンサルティングフィー

に相当
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５－４．次年度以降の実施予定事項

次年度に向けては今年度実現できなかった事も勘案し、サウジアラビアでの透析センター設立

の実現に向けて、以下の取組を予定している。

１）透析分野要人の日本招聘によるセンター開設許可に向けたプロモーション

今年度実現できなかった要人招聘について、実現に向けて再度チャレンジする。本招聘では医

療法人財団松圓会 東葛クリニック施設の見学を中心に、日本型透析治療を実施している医療機

関及び専門家とのディスカッションを通じて日本型透析医療についての理解を獲得し、セントラ

ル方式や臨床工学技士、チーム医療といった日本型医療に特有の要素についての優位性を体感し

てもらうことを主眼に置く。

２）現地セミナーの実施による日本型透析の理解促進

今年度の事業にて実施した現地セミナーを他地域（リヤド、ジェッダ）のクラブミーティング

とタイアップし、実施することで日本型透析についての露出と理解を獲得する。今年度行った準

備をベースとし、質疑応答等で出てきた点については追加で解説できるように資料に盛り込む等

の対応を行う。

３）現地企業との事業提携交渉と契約

現在実施している現地企業との事業提携交渉をより具体化し、次年度中の契約締結を目標に交

渉を進展させる。また、民間病院を運営する企業や医療サービスへ興味を持っている石油関連企

業とディスカッションを行うことも想定しており、次年度内で実施する。

４）周辺都市も含めた中東進出の検討

今年度事業を通じて、サウジアラビアは中東内でも優先度の高い市場であり、最重要国である

ことは認識できたが、一方で参入障壁が高く招聘にかかる難しさなど、外的要因も存在する事が

分かった。最終的な市場参入は指向しつつも、並行する形で、まず始めのキッカケ作りとして周

辺国（カタール、UAE）への進出を検討することも「中東展開」を睨んでいるプロジェクト全体

の戦略としては有益であると考えられる。サウジアラビアと比較し人口が少ないといった課題は

あるが、サウジアラビアと同様の健康課題を保有しており一定のニーズは存在している。また、

観光客が多いことはプラス要因として考慮され、GCC の観光客をターゲットにした展開も想起さ

れる。本進出により、例えばサウジアラビア要人を日本招聘ではなく GCC 内で招聘しプロモーシ

ョンする事も可能であり、一考の価値があると思われる。

次年度はサウジアラビアへのプロモーションに加え、カタール・UAE といった周辺国について

も今年度同様の調査を実施し、関連省庁や提携可能な組織とのディスカッションを実施する。


